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福祉・保健
　
　本市では，第五次鹿児島市総合計画において，「健やかに暮らせる安全で安心なま
ち〔すこやか安心政策〕」を基本目標の一つとして掲げ，保健と福祉のさまざまな施
策に取り組んでいる。
　平成２６年度は，健康づくりについては，第二次鹿児島市健康増進計画「かごしま市
民すこやかプラン」に基づき，市民の健康づくりを推進する。また，第二次かごしま
市食育推進計画に基づき食育の総合的かつ計画的な推進を図る。
　地域福祉については，第３期地域福祉計画に基づき，地域福祉ネットワークの一層
の充実を図り，福祉活動に携わる人材の掘り起しや人材育成を進めるとともに，これ
まで行われてきた見守り体制の充実・連携を図る。
　また，市民にボランティア活動や福祉交流を広げるイベントとして，わくわく福祉
交流フェアを中央公園等で開催する。
　このほか，大規模災害発生時に避難所等における供給体制が整うまでの食糧や生活
必需品の備蓄を行う。
　高齢化対策については，第５期鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に基づ
くサービスを総合的，体系的に実施する。
　高齢者福祉については，引き続き敬老パスの交付やふれあい会食事業を実施すると
ともに，家族・地域とのつながりを実感できる「すこやか長寿まつり」を実施するな
ど，高齢者の生きがいと社会参加の促進を図る。また，在宅福祉対策として，紙おむ
つ等助成事業等を実施する。
　後期高齢者医療制度については，被保険者のはり・きゅう施設等の利用に対する独
自助成を行うほか，長寿健診を実施する。
　介護保険については，介護を必要とする高齢者等に対して保険給付を行うととも
に，要支援・要介護状態になる恐れのある「元気づくり高齢者」に対する介護予防事
業を実施する。また，「地域包括ケアシステム」の中核機関である長寿あんしん相談
センター（地域包括支援センター）を運営するとともに，地域における総合相談・支
援機能の充実を図る。
　子育て支援については、子育て家庭の負担を軽減するため、小学６年生までの子ど
もにかかる医療費について助成するほか、多様な保育ニーズに対応するため、保育士
の処遇改善に取り組む私立保育所や、認可外保育施設従事者の保育士資格取得等に要
する経費に対し助成するとともに、児童クラブを２箇所増設する。
　また、待機児童の解消を積極的に推進するため、２歳児の預かり保育を実施する幼
稚園への助成や認可外保育施設の保育料の一部の助成を行うとともに、保育コーディ
ネーターを増員する。
　幼児期の教育・保育の総合的な提供及び地域の子育て支援の充実を図るため、新た
に子ども・子育て支援事業計画を策定する。
　地域の子育て支援の核となる、北部親子つどいの広場については、本年７月にオー
プンするとともに、西部についても整備を進める。
　障害者福祉については，身体・知的・精神及び発達障害を対象とした総合的な相談
等を行う基幹相談支援センターを運営するとともに，様々な分野において輝いている
障害者等を表彰するチャレンジド大賞等を通じて，障害及び障害者に対する市民の理
解を促進する。
　また，１８歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児の補聴器購入等に対
し助成する。
　さらに，障害福祉サービス等に対する市独自の利用者負担軽減を行うほか，障害者
の社会参加を促進するため，友愛パス及び友愛タクシー券を交付する。
　健康増進及び疾病予防については，元気いきいき検診のがん検診会場や休日検診会
場を増設し，検診体制を充実するほか，保健所におけるＨＩＶ抗体検査，肝炎ウイル
ス検査，ＨＴＬＶ－１抗体検査などを引き続き無料とし，これらの感染症の早期発
見・早期治療を図る。また，先天性風しん症候群の予防のため，風しん抗体検査を新
たに無料で実施する。
　妊産婦及び乳幼児の健康対策については，妊娠・出産における安全性の確保と経済
的負担の軽減のため，妊婦健康診査の公費負担を実施するほか，特定不妊治療に対す
る医療費助成を行う。また，子育てに関する保護者の不安の軽減を図り，子どもの健
やかな発達を促すため，子どもすこやか安心ねっと事業を実施する。
　４種混合や乳幼児細菌性髄膜炎等の定期予防接種を実施するとともに，引き続き高齢
者に対し，インフルエンザや肺炎球菌の予防接種について一部公費負担を実施する。



１　健康づくり
敢　健康増進計画推進事業（市単独事業（一部国庫補助事業）　平成２５年度から実施）
　　目的・概要　　第二次健康増進計画「かごしま市民すこやかプラン」（平成２５年度

～３４年度）に基づき，子どもから高齢者まですべての市民が共に支え
合い，すこやかで心豊かに生活できるかごしま市の実現を目指し，市
民や関係機関・団体と一体となって，市民の健康づくりを推進する。

　　事業内容　　①　計画の推進
　　　　　　　　　ア　鹿児島市健康づくり推進市民会議の運営
　　　　　　　　　イ　推進検討委員会等の開催
　　　　　　　　②　計画の周知・広報
　　　　　　　　　ア　ラジオ番組の制作・放送
　　　　　　　　　イ　健康づくり月間での周知・広報
　　予 算 額　　平成２６年度　２，６６２千円
柑　食育推進事業（市単独事業　平成２１年度から実施）
　　目的・概要　　第二次かごしま市食育推進計画（平成２６年度～３０年度）に基づ

き，食を通じて，健康で生き生きと生活できる活力あるかごしま市の
実現を目指し，食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。

　　事業内容　　①　食育推進委員会の開催
　　　　　　　　②　食育推進ネットワークの連携強化
　　　　　　　　③　食育情報の発信

④　食育推進支援員の派遣
⑤　計画の周知・広報

　　予 算 額　　平成２６年度　２，７７１千円
桓　市民健康まつり（平成元年度から実施）
　　目　　的　　市民健康まつりを開催し，健康の重要性及び定期健診等の必要性に

ついて，市民の関心を喚起するとともに市民の認識を深める。
　　内　　容　　第３１回市民健康まつりの開催
　　　　　　　　主催　市民健康まつり実行委員会（鹿児島市医師会ほか９団体共催）
　　予 算 額　　平成２６年度　１，７００千円
棺　かごしま温泉健康プラザ

　本施設は，温泉を活用した水中運動用プールや歩行浴，全身・部分浴などの各種浴
槽設備を備えており，市民が季節を問わず，水中運動効果や温浴効果により自主的な
健康づくりを図ることを目的に設置した。
　業務開始　　平成１１年４月
　所 在 地　　永吉二丁目２１番６号
　総事業費　　約２０億円
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　建物構造　　鉄筋コンクリート造　４階建ての４階（１・２階は西部保健センター）
　敷地面積　　２，２５９．５９釈（西部保健センターを含む）
　延床面積　　４，０９２．５２釈（　　　　　〃　　　　　）
　開館時間　　午前９時～午後８時（入館は午後７時３０分まで）
　休 館 日　　毎週火曜日（休日のときは，その翌日）
　使 用 料　　大人３００円，小人（小・中学生）１５０円
　施設内容　　水中運動用プール（１７杓×６杓），歩行浴，全身・部分浴，気泡浴，

圧注浴，寝湯，ミストサウナ，冷水浴，ボディーシャワー，うたせ
湯，かぶり湯の１２種類の浴槽施設のほか，トレーニングルーム，リ
ラックスルーム（休憩室）

款　さくらじま白浜温泉センター

　本施設は，一般浴場，家族風呂，一般利用者の他に高齢者や身体障害者等を対象に
した福祉浴場を備えており，健康づくりに温泉を活用することで市民の健康保持及び
福祉の増進を図ることを目的に設置した。
　業務開始　　平成５年５月
　所 在 地　　桜島白浜町１２６９番地
　総事業費　　４５４，９５３千円
　建物構造　　鉄筋コンクリート造　３階建て
　敷地面積　　３，３９５．００釈
　延床面積　　１，１２４．０６釈
　開館時間　　午前１０時～午後９時
　休 館 日　　毎月１０日（土・日・休日のときはその日後最も近い土・日・休日でない日）
　使 用 料　　大人　３００円，小人（小学生）１２０円
　　　　　　　※毎月２６日（白浜温泉の日）は，大人・小人とも一律１００円
　　　　　　　家族風呂１時間１，１００円（３０分超過ごとに５５０円加算）
　施設内容　　一般浴場（大浴槽，サウナ，水風呂，気泡湯（低周波），寝湯，露天

風呂），家族風呂，福祉浴場，一般休憩室，福祉休憩室
歓　マリンピア喜入
　本施設は，温泉，室内温水プール，多目的広場を備えた健康増進施設であり，温泉
等を活用した市民の心身の保養及び健康の増進並びにスポーツ及びレクリエーション
の普及を図ることを目的に設置した。
　業務開始　　八幡温泉保養館（平成４年１１月）
　　　　　　　室内温水プール（平成５年１０月）
　　　　　　　多目的広場（平成７年８月）
　所 在 地　　喜入町６０９４番地１
　総事業費　　１，９７６，３４８千円
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　建物構造　　八幡温泉保養館　鉄筋コンクリート造　２階建て
　　　　　　　室内温水プール　鉄骨造　平屋建て
　敷地面積　　７５，０００．４５釈
　延床面積　　八幡温泉保養館　３，４７８．８３釈
　　　　　　　室内温水プール　２，０８３．５３釈
　開館時間　　午前１０時～午後９時
　休 館 日　　毎月第２月曜日（休日のときは，その翌日）
　使 用 料　　八幡温泉保養館
　　　　　　　　大人　３００円
　　　　　　　　小人（小学生）１２０円
　　　　　　　室内温水プール
　　　　　　　　大人　３００円
　　　　　　　　小人（小・中学生）１５０円
　　　　　　　多目的広場
　　　　　　　　全部使用（１時間）５２０円，一部使用（１時間）６０円
　施設内容　　大浴場，うたせ湯，寝湯，水風呂，サウナ
　　　　　　　２５杓プール，児童（幼児）用プール，ウォータースライダー
　　　　　　　食堂，売店，会議室，休憩室，多目的広場
汗　スパランド裸・楽・良
　本施設は，水着で入るスパゾーン・温泉・レストラン・トレーニングルーム・宿泊
施設などを備えた温泉活用型健康増進施設であり，市民の健康の増進及び交流の促進
を図ることを目的に設置した。
　業務開始　　平成１２年７月
　所 在 地　　東俣町１４５０番地
　総事業費　　１，４５８，１５４千円
　建物構造　　温泉活用型施設　鉄骨鉄筋コンクリート造　地上３階，地下１階
　　　　　　　交流施設　鉄筋コンクリート造　２階建て
　敷地面積　　８，５４３．０６釈
　延床面積　　５，２１７．８釈
　開館時間　　午前１０時～午後１０時（施設ごとに使用時間は異なる。）
　休 館 日　　毎月第３火曜日（休日のときは，その日後最も近い休日でない日）
　利用料金　　一般使用（水着浴室・温泉・トレーニングルーム（大人のみ）・休憩

室の利用）
　　　　　　　　大人　６００円，小人（小・中学生）３００円
　　　　　　　部分使用（温泉・トレーニングルーム（大人のみ）・休憩室の利用）
　　　　　　　　大人　４００円，小人（小・中学生）２００円
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　　　　　　　トレーニングルーム使用
　　　　　　　　大人　３００円
　　　　　　　年間使用
　　　　　　　　５３，０００円
　施設内容　　温泉活用型施設
　　　　　　　　１階　和・洋風風呂（大浴場，サウナ，うたせ湯など），水着浴室等
　　　　　　　　２階　トレーニングルーム，休憩室，レストラン等
　　　　　　　　３階　宿泊施設（全１８室）
　　　　　　　交流施設
　　　　　　　　１階　倉庫
　　　　　　　　２階　研修室

２　地域福祉
敢　地域福祉館

　目　　的　　市民の交流や福祉活動及び地域福祉ネットワークの拠点として，ま
た，地域で活動する団体への活動支援を行う施設として，地域福祉館の
管理運営を行う。

　施設内容　　和室・洋室・児童ルームなど
　管理運営　　鹿児島市社会福祉協議会
　平成２６年度委託料予算額　３４３，８１１千円
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平成２５年度年間
延 利 用 人 員

施　　　　　　設区　　分

施 設 名 建　　物敷　　地開　　所

人
２７，２００

釈
５１４

釈
４６５

昭和４８．４．１
（平成３．４．１移転新築）真 砂 福 祉 館１

１８，２１４５０８８７４昭和４８．１２．１
（平成３．４．１改築）玉 里 福 祉 館２

２２，６３０５５７７２３昭和４９．４．１
（平成９．９．９移転新築）甲 東 福 祉 館３

６，７９６２１６保育所の２階昭和５０．４．１上 町 福 祉 館４

５，７６１２５７〃昭和５１．４．１西 紫 原 福 祉 館５

７，１５７２２０〃昭和５２．４．１城 西 福 祉 館６

５，８２２１８６〃昭和５４．４．１武 福 祉 館７
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平成２５年度年間
延 利 用 人 員

施　　　　　　設区　　分

施 設 名 建　　物敷　　地開　　所

人
２７，８５６

釈
５６０

釈
１，０２１

昭和５５．４．１
（平成９．１１．１８移転新築）東 谷 山 福 祉 館８

６，０１７１６０保育所の２階昭和５５．４．１松 原 福 祉 館９

２２，４５０５０７４７１昭和５７．９．１鴨 池 福 祉 館１０

２１，８３３５０２６３８昭和５８．４．１宇 宿 福 祉 館１１

４４，４５９３８９３６６昭和５８．４．１西 伊 敷 福 祉 館１２

２０，３８９４５６７６０昭和５９．４．１坂 之 上 福 祉 館１３

１９，８９９４９７３１０昭和５９．４．１甲 南 福 祉 館１４

２１，８５４４９６７３１昭和６０．４．１武 岡 福 祉 館１５

２３，４５６４５４１，０２２昭和６０．４．１玉 里 団 地 福 祉 館１６

９，５８８５５１５５１昭和６０．１０．１柳 町 福 祉 館１７

１６，７１７４８２９２７昭和６１．２．１川 上 福 祉 館１８

１８，１００４９１９２１昭和６１．４．１吉 野 東 福 祉 館１９

８，５６８２８６７０２昭和６１．９．１平 川 福 祉 館２０

２９，９０５４９１７５０昭和６２．４．１明 和 福 祉 館２１

２０，５４６３３０市営住宅
集会室の２階昭和６２．４．１紫 原 福 祉 館２２

２１，４６０３７６２４８昭和６２．４．１八 幡 福 祉 館２３

１９，６５９５０１６８３昭和６２．４．１西 谷 山 福 祉 館２４

３４，２３３４９３６５８昭和６３．２．２０桜 ヶ 丘 福 祉 館２５

１８，３９９４７２６３２昭和６３．３．２５田 上 台 福 祉 館２６

２１，５６４４９６９６７平成元．４．１谷 山 北 福 祉 館２７

２６，０３４５０７７９５平成元．９．１２吉 野 福 祉 館２８



柑　地域福祉館緑のカーテン設置事業（市単独事業　平成２０年度から実施）
　目　　的　　地域福祉館において，「緑のカーテン」を設置することにより，市民

の環境対策への意識向上を図り，緑の街並みづくりを推進する。（２６館
で実施）

　予 算 額　　平成２６年度　１，７０３千円
桓　小松原市民館・小野市民館緑のカーテン設置事業

（市単独事業　平成２２年度から実施）
目　　的　　市民館において「緑のカーテン」を設置することにより，市民の環境

対策への意識向上を図り，緑の街並みづくりを推進する。
予 算 額　　平成２６年度　１４２千円
棺　民生委員・児童委員
　委員定数　　１，０５０人（平成２６．４．１現在）
　活　動　費　　年額　会　　長　　（　５０人）１９１，０００円
　　　　　　　　　　副 会 長　　（　５０人）１６１，０００円
　　　　　　　　　　一般委員　　（８５０人）１５５，０００円
　　　　　　　　　　主任児童委員（１００人）１５５，０００円

－ １４９ －

平成２５年度年間
延 利 用 人 員

施　　　　設区　　分

施 設 名 建　　物敷　　地開　　所

人
２３，８４４

釈
５１６

釈
７９２平成元．９．１２西 陵 福 祉 館２９

８，５１５５２５１，１２３平成２．４．１唐 湊 福 祉 館３０

２２，４９２５０２７５８平成２．４．１星 ヶ 峯 福 祉 館３１

１４，４４８５１５７７３平成３．４．１坂 元 福 祉 館３２

２６，０５６５１１７３２平成４．４．１た て ば ば 福 祉 館３３

２８，２１４５１６９４９平成４．４．１皇 徳 寺 福 祉 館３４

３７，１４７５１５１，０５８平成４．４．１谷 山 福 祉 館３５

２８，６７２５１５８７０平成５．４．１田 上 福 祉 館３６

１６，８６９５３４６２２平成５．１０．１３花 野 福 祉 館３７

２０，９１５５３７９７０平成６．４．１福 平 福 祉 館３８

３１，０４９５５７１，００１平成８．１２．１４伊 敷 台 福 祉 館３９

２４，０１７６００８２７平成１６．４．１宇 宿 中 間 福 祉 館４０

２６，２６６５９９７８１平成１６．１１．９和 田 福 祉 館４１
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　内容別相談・支援状況 （単位：件）

　分野別相談・支援状況 （単位：件）

　その他の活動状況　　　　　　　（単位：件） （単位：回，日）

款　民生委員児童委員見守り活動支援事業（市単独事業　平成２５年度から実施）
　目　　的　　支援が必要な地域住民の早期発見，把握のため，地域での見守り活動

の周知広報や見守り活動協力事業者の拡大を図るなど，民生委員・児童
委員の見守り活動を支援する。

　予　　算　　平成２６年度　３２３千円
歓　城西福祉館建設事業（市単独事業　平成２４年度から実施）
　目　　的　　原良第三地区土地区画整理事業に伴い，乳児院及び薬師保育園と併設

していた城西福祉館を単独施設として建て替え，市民の利便性の向上を
図るとともに，地域福祉ネットワーク推進拠点としての機能性を高める
ため，本体建設工事等を行い，供用を開始する。

　予　　算　　平成２６年度　２９９，４４８千円
汗　地域福祉推進事業（市単独事業　平成１６年度から実施　平成２０年度拡充）
　目　　的　　地域でお互いに支えあい，助けあう仕組みを整え，安心して健やかに

暮らし続けられるまちづくりを進める。
　内　　容　①　地域福祉館等を拠点とした地域福祉ネットワーク構築
　　　　　　　　地域福祉館等（４１福祉館＋市社協支部）を拠点に，地域福祉支援員

が地域の実情把握や問題点の分析及び検証を行いながら，地域福祉活
動への助言などの支援を行い，地域福祉ネットワークの構築に取り組
む。

　　　　　　②　地域福祉計画推進委員会及び地域福祉計画地区福祉推進会議
　　　　　　　　地域福祉計画の推進にあたり，計画の進行状況の確認及び推進のた
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合　計その他日常的
な支援

生　活

環　境
住　居

家　族

関　係
仕　事

年　金
・
保　険

生活費
子 ど も
の教育・
学校生活

子ども
の地域
生　活

子育て
・母子
保　健

健康・
保　健
医　療

介　護

保　険

在　宅

福　祉
区　分

７２，０５９１４，３６０１７，７１２３，０２４９６６２，１５９４７１５０７１，２７９４，６８２７，７３０３，３３３５，８２７２，４５４７，５５５平成２５年度
累 計

５．７１１．１４１．４１０．２４０．０８０．１７０．０４０．０４０．１００．３７０．６１０．２６０．４６０．１９０．６０１人当たり
１ 月 平 均

合　　　　計そ　　の　　他子どもに関すること障害者に関すること高齢者に関すること区　　分

７２，０５９１２，２９１１６，６９１３，４３８３９，６３９平成２５年度累計

５．７１０．９８１．３２０．２６３．１５１人当たり１月平均

要保護児
童の発見
の通告・
仲 介

証明事務
民 児 協
運 営 ・
研 修

地域福祉
活 動 ・
自主活動

行事・事
業・会議
への参加
・ 協 力

調 査
・

実態把握
区　分

２９６５，４５０３５，４６３６３，５６０３７，０６５３４，１７６平成２５年度
累 計

０．０２０．４３２．８１５．０４２．９４２．７１１人当たり
１ 月 平 均

活動日数

連絡調整回数訪問回数

その他の
関係機関委員相互そ の 他訪 問 ・

連絡活動

１８９，１７７５０，７０２９８，６８９８４，８６２１２７，７４４

１５．０１４．０２７．８３０．７４１０．１４



めの方策の検討，地域福祉の推進に必要な事項を全市的なレベルで審
議・提言を行う地域福祉計画推進委員会と本庁・支所単位で，住民全
体の取組みや住民と行政との協働による地域福祉推進について協議
し，各地区の特性を踏まえた地域福祉活動を推進するための方策を検
討する地区福祉推進会議を設置・開催する。

　　　　　　③　小地域ネットワーク支えあい補助金（平成２１年度から実施）
　　　　　　　　校区社協が実施する小地域ネットワークの会議や自主研修会，福祉

マップ作成等に補助金を助成することで，小地域ネットワーク活動の
活性化や地域福祉活動団体の連携強化，情報の共有化を図る。

　　　　　　　　補助額：対象経費×２／３（限度額５０千円）
　予 算 額　　平成２６年度　３２，６１７千円
漢　わくわく福祉交流フェア（平成２４年度から実施）
　目　　的　　市民にボランティア活動や福祉交流を広げることを目的に中央公園等

で開催する。
　事業主体　　鹿児島市及び鹿児島市社会福祉協議会
　内　　容　①　福祉団体等による展示，相談，即売
　　　　　　②　屋外ステージや模擬店の実施
　　　　　　③　バザーなどの交流広場の設置
　　　　　　④　天文館地区の商店街と連携したイベントの実施など
　予 算 額　　平成２６年度　８，３４３千円
澗　地域振興基金の設置（平成２年度から積立）
　目　　的　　高齢者等に対する福祉活動の促進，快適な生活環境の形成等を図る。
　基金総額　　１，１３５，２４３千円
　平成２６年度事業　　基金運用から生ずる収益をすこやか長寿まつり開催事業，わく

わく福祉交流フェア等の事業用の財源の一部として充当
潅　社会福祉協議会への助成（市単独事業）
　目　　的　　本市の福祉行政を補完する役割を果たしている社会福祉協議会の各事

業に対し助成を行い，事業の円滑な運営を支援することにより市民福祉
の増進を図る。

　内　　容　　社会福祉協議会の行う下記事業の運営費等に対し，補助を行う。
　　　　　　①　法人運営事業
　　　　　　②　地域福祉活動推進事業
　　　　　　③　ボランティア活動振興事業
　　　　　　④　福祉コミュニティセンター運営事業
　予 算 額　　平成２６年度　２０１，９９０千円

－ １５１ －

福
祉
・
保
健
（
２
地
域
福
祉
）



環　社会事業協会への助成（市単独事業）
　目　　的　　本市の福祉行政を補完する役割を果たしている社会事業協会の本部事

務局運営経費に対し助成を行い，事業の円滑な運営を支援することによ
り市民福祉の増進を図る。

　内　　容　　社会事業協会の本部事務局の運営経費に対し，補助を行う。
　予 算 額　　平成２６年度　２６，６２２千円
甘　各種団体等への助成（市単独事業）
　目　　的　　民間篤志家等で結成されている各種団体に対し，補助金を交付し，そ

の活動を活性化することにより，市民の福祉の増進を図る。
　内　　容　　鹿児島保護区保護司会への助成　等
監　市民奉仕活動賠償傷害保険（市単独事業　昭和５９年度から実施）
　市内の奉仕活動を行う住民団体の参加者が，過失により，行事参加者等に損害を与
え法律上の責任を負う場合や，奉仕活動中に思わぬ事故で負傷し，または死亡した場
合にこの保険で補償する。
　平成２６年度加入団体　１，５４５団体　補償対象者　２６５，４５２人
　保険料全額市負担
看　中国残留邦人等支援事業（平成２０年度から生活支援等に拡大して実施）
　目　　的　　永住帰国した中国残留邦人等（樺太残留邦人を含む）に対し，老後の

生活の安定，地域での生き生きとした暮らしを実現するため，必要な支
援を行う。

　内　　容　①　中国残留邦人等への生活支援給付金等の支給（国の制度）
　　　　　　②　中国語のできる支援・相談員の配置（国の制度）
　　　　　　③　中国残留邦人等日本語専門講座の実施　３８回予定（国の補助事業）

毎週日曜日（午後１時～４時１０分）市民福祉プラザ
　　　　　　④　高齢者間の交流による日常会話講座の実施　３０回以上予定（国の補

助事業）
　　　　　　⑤　自立支援通訳の派遣（国の補助事業）
　　　　　　⑥　一日レクリエーションの実施（国の補助事業）
　　　　　　　　平成２５年度実績　高千穂牧場，霧島高原まほろばの里
　　　　　　⑦　帰国時の慰労金及び就職奨励金の支給（市単独事業　昭和４９年度か

ら実施）
　予 算 額　　平成２６年度　１０８，５３９千円
竿　ホームレス巡回相談指導事業（県の補助事業　平成２０年度から実施（２０，２１年度
　　　　　　　　　　　　　　　　は国の補助事業））
　目　　的　　ホームレスの方々に対し，巡回相談を行い，必要に応じて，市総合相

談窓口，生活保護等の申請，救護施設への入所及び健康相談の受診等に
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ついて指導を行う。
　予 算 額　　平成２６年度　１，２８４千円
管　緊急雇用対策離職者支援資金利子補助事業（県の補助事業　平成２１年度から実施）
　目　　的　　急速な雇用情勢の悪化を受け，失業者世帯の再就職までの生活を支援

するため，失業者世帯が借り入れた，生活福祉資金（離職者支援資金）
の償還利子を助成する。

　補助対象者　本市に住所を有し，離職者支援資金の借入申込を平成２１年２月１日か
ら同年７月３１日までに行った当該資金の借受者

　補助内容　　貸付額のうち１２０万円までに対応する償還利子の全額（延滞利子を除く）
　　　　　　　補助対象期間は，据置期間終了後３年以内
　予 算 額　　平成２６年度　４４千円
簡　住宅支援給付事業（県の補助事業　平成２１年１０月から実施（２１年度は国の補助事
　　　　　　　　　　　業））
　目　　的　　離職者であって，就労能力及び就労意欲のある者のうち，住宅を喪失

している者又は喪失するおそれのある者に対して，住宅支援給付を行う
ことにより，これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行
う。

　実　　績　　平成２５年度　支給決定件数　３５件　　支給額　８，４５９，４００円
　予 算 額　　平成２６年度　２３，２８４千円
緩　隣 保 館

　目　　的　　福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニ
ティーセンターとして，各種相談事業や人権課題の解決のための各種事
業を総合的に行う。

　予 算 額　　平成２６年度　２７，９９５千円
　①　小松原市民館　開設　昭和５４年４月
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小松原一丁目４８－６所 在 地
敷地４７７．３９釈　　建物　延５９２．５６釈面 積
鉄筋コンクリート３階建構 造
調理室，図書室，会議・研修室，教養娯楽室，
相談室，多目的利用室，事務室施 設 内 容

（平成２５年度）１３，６６９人利 用 状 況



　②　小野市民館　開設　昭和５８年４月

缶　民生安定資金（市単独事業　昭和２９年度から実施）
　貸付目的　　本市の住民で自立して生計を営むことができない者等に対し，資金の
　　　　　　貸付を行い，民生の安定と福祉の増進を図る。
　基金総額　　２億５千万円以内　平成２５年度末の基金総額　１９８，５３６，５９４円
　貸付金額　　１世帯１００万円以内
　利　　子　　年３％以内，貸付期間６年以内（据置期間４か月を含む）
　償還方法　　月賦若しくは年賦又は一時払。連帯保証人１人
　　　　　　　平成２５年度貸付実績　なし
翰　災害弔慰金，災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付

（国・県制度　昭和５７年７月１０日適用）
　災害救助法等の適用された自然災害により，市民が死亡した場合，その遺族に対し
災害弔慰金を，精神又は身体に著しい障害を受けた市民には，災害障害見舞金を支給
する。
　また，被災家庭の災害復旧に資するため世帯主に対して災害援護資金の貸付を行っ
ている。
　支給額及び貸付限度額
　①　災 害 弔 慰 金　主たる生計維持者の死亡　　５００万円以内
　　　　　　　　　　　　その他死亡　　　　　　　　２５０万円以内
　　　　　　　　　　　　実　　績　平成２５年度　　　該当なし
　②　災害障害見舞金　主たる生計維持者の障害者　２５０万円以内
　　　　　　　　　　　　その他障害者　　　　　　　１２５万円以内
　　　　　　　　　　　　実　　績　平成２５年度　　　該当なし
　③　災害援護資金貸付　１世帯当たりの貸付限度額１５０万円から３５０万円
　　　　　　　　　　　　（被害の種類及び程度により異なる）
　　　　　　　　　　　　償還期間　１０年間（うち据置期間３年）
　　　　　　　　　　　　実　　績　平成２５年度　　　該当なし
肝　被災者生活再建支援制度（国・県制度　平成１０年５月適用）
　自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し，都道府県が相互扶助
の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定
めることにより，その生活の再建を支援し，もって住民の生活の安定と被災地の速や
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小野三丁目１３－７所 在 地
敷地６６１．８８釈　　建物　延４０８釈面 積
鉄筋コンクリート２階建構 造
調理室，図書室，学習室，教養娯楽室，会議室，相談室，事務室施 設 内 容
（平成２５年度）１１，６７０人利 用 状 況



かな復興に資することを目的とする。
　実　　績　　平成２５年度　該当なし
艦　小災害救助（市単独事業　昭和４０年９月から実施）
　目　　的　　災害救助法の適用を受けるに至らない火災，風水害その他の小災害に

よるり災者に対し，応急的に必要な救助を行い，援護を図る。
　基　　準　　死亡者に対する弔慰金 １００，０００円
　　　　　　　傷 害 者（１カ月以上） ３０，０００円
　　　　　　　物資支給　　毛布又はタオルケット１人１枚（社協と日赤から毛布，

タオルセット他）
　　　　　　　見 舞 金（全焼・全壊）１世帯３０，０００円　１人増すごとに１５，０００円加算
　　　　　　　　　　　（半焼・半壊）１世帯１５，０００円　１人増すごとに　８，０００円加算
　　　　　　　　　　　（床上浸水等）１世帯１０，０００円　１人増すごとに　５，０００円加算
　実　　績　　平成２５年度　３４世帯８６人（内死亡者３人）
　　　　　　　　　　　　　弔慰金・見舞金　１，２５３千円　毛布等６９枚
　予 算 額　　平成２６年度　５，０４１千円
莞　床上浸水被災者支援事業（市単独事業　平成１８年度から実施）
　目　　的　　度重なる床上浸水の被害を受けた世帯で，自立して生活の再建をする

ことが困難な者に対し，生活の早期再建のため，床上浸水被災者支援補
助金を交付する。

　対　　象　　次のいずれにも該当すること
　　　　　　　①　連続する２カ年度内に２回以上の床上浸水の被災世帯
　　　　　　　②　世帯全員の市民税が非課税であり，次のいずれかに該当する世帯
　　　　　　　　ア　世帯主が高齢者又は高齢者を扶養している世帯
　　　　　　　　イ　世帯主が障害者又は障害者を扶養している世帯
　　　　　　　　ウ　母子家庭等及び寡婦である世帯
　基　　準　　①　補助額
　　　　　　　　ア　畳を板張りにする世帯　限度額　１００千円
　　　　　　　　イ　畳替えをする世帯　　　限度額　　５０千円
　　　　　　　　ウ　補助率　１／２
　　　　　　　②　補助回数
　　　　　　　　ア　板張りに要する費用は，１回限り
　　　　　　　　イ　畳替えに要する費用は，年度内に１回限り
　実　　績　　平成２５年度　該当なし
　予　算　額　　平成２６年度　２５０千円
観　災害時食糧等物資備蓄事業（市単独事業　平成２４年度から実施）
　目　　的　　大規模災害発生時に避難所等における供給体制が整うまでの食糧や生
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活必需品の備蓄を行う。
　備蓄物資　　アルファ米，保存用パン，毛布，紙おむつ等
　予　　算　　平成２６年度　３１，１２８千円
諌　市内に設置されている社会福祉施設（市立を除く）
　ア　県　　立 （平成２５．４．１現在）

　イ　社会福祉法人・その他 （平成２６．４．１現在）

貫　社会福祉施設等（施設整備費）補助事業（国の事業　平成８年度から実施　県の
事業　平成２１年度から実施　一部市単独事業　平成１８年度から実施）
目　　的　　社会福祉法人等が社会福祉施設等を整備する場合に，施設整備費の一

部を補助する。
　国の補助事業　補　助　額　国庫交付金・補助金基準額

負 担 割 合　国庫交付金・補助金基準額に４分の３を乗じて得た額
の３分の２相当額又は定額

負 担 割 合　国庫交付金・補助金基準額に４分の３を乗じて得た額
の３分の１相当額　

　県の補助事業　補　助　額　補助金単価×整備数
市単独事業　補　助　額　補助金単価×整備数
　予 算 額　　平成２６年度　０千円
還　待機児童解消のための保育所施設整備費等補助事業（市単独事業　平成１７年度か
ら実施）
　①　貫の社会福祉施設等補助事業のうち定員増を伴う場合に費用の一部を補助する。
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（国）

（市）

電　　話設立年月日定　員名　　　　　　称施　設　別

２２０－５８９６昭和２９．　７．　１－視聴覚障害者情報センター視 聴 覚 障 害 者
情 報 提 供 施 設

定　　員職員数経　営　主　体総数施　設　の　種　類
８，８１８人　１，７５６人社 会 福 祉 法 人 等１００保 育 所
２９５　　１０１社 会 福 祉 法 人５児 童 養 護 施 設
８０世帯４６社 会 福 祉 法 人４母 子 生 活 支 援 施 設
４５人　５６社 会 福 祉 法 人２乳 児 院
２９　　５３公 益 社 団 法 人 等２助 産 施 設
２５０　　３６０社 会 福 祉 法 人４障 害 児 入 所 施 設
１６５　　７３社 会 福 祉 法 人 等６児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー
７１７　　５３２社 会 福 祉 法 人１９障 害 者 支 援 施 設
７０　　１４社 会 福 祉 法 人１養 護 老 人 ホ ー ム

２，２１１　　１，３５８社 会 福 祉 法 人 等３４特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
５０８　　１２６社 会 福 祉 法 人 等１５軽 費 老 人 ホ ー ム
３０　　１３社 会 福 祉 法 人１婦 人 保 護 施 設
－　　３社 会 福 祉 法 人１母 子 福 祉 セ ン タ ー
５０　　３１社 会 福 祉 法 人１情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設



　　補　助　額　　国制度補助金額×１／６（限度額　２，０００万円）
　②　小規模の施設整備で定員増を伴う場合に，費用の一部を補助する。
　　補　助　額　　補助対象経費から１００万円を控除して得た額に３分の１を乗じて得

た額（限度額　増加定員に２０万円を乗じて得た額）
　　実　　績　　平成２４年度　該当なし
　　予　算　額　　平成２５年度　０千円
鑑　社会福祉法人等の指導監査

　目　　的　　社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営を図るため，関係法令，
通知による指導事項について監査を行うとともに，必要な助言，指導を
行う。

　　平成２６年度指導監査対象数　　社会福祉法人　１１４
　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉施設　４３２

３　介護保険
敢　介護保険制度（国の制度　平成１２年４月から実施）
　目　　的　　介護保険は，自己責任の原則と社会的連帯の精神のもと，介護を要す

る状態になっても，できる限り自立した生活を営めるように，真に必要
な介護サービスを総合的・一体的に提供する制度である。

　対　象　者　①　第１号被保険者…６５歳以上の者
　　　　　　②　第２号被保険者…４０歳以上６５歳未満で医療保険に加入している者
　保険給付の内容
　　　　　　①　介護サービス
　　　　　　　　訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーション，居

宅療養管理指導，通所介護，通所リハビリテーション，短期入所生活
介護，短期入所療養介護，特定施設入居者生活介護，福祉用具貸与，
福祉用具購入費の支給，住宅改修費の支給，居宅介護支援

　　　　　　②　介護予防サービス
　　　　　　　　介護予防訪問介護，介護予防訪問入浴介護，介護予防訪問看護，介

護予防訪問リハビリテーション，介護予防居宅療養管理指導，介護予
防通所介護，介護予防通所リハビリテーション，介護予防短期入所生
活介護，介護予防短期入所療養介護，介護予防特定施設入居者生活介
護，介護予防福祉用具貸与，介護予防福祉用具購入費の支給，介護予
防住宅改修費の支給，介護予防支援

　　　　　　③　施設サービス
　　　　　　　　介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設
　　　　　　④　地域密着型サービス
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　　　　　　　　定期巡回・随時対応型訪問介護看護，複合型サービス，小規模多機
能型居宅介護，夜間対応型訪問介護，認知症対応型通所介護，認知症
対応型共同生活介護（グループホーム），地域密着型特定施設入居者
生活介護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

　　　　　　⑤　地域密着型介護予防サービス
　　　　　　　　介護予防小規模多機能型居宅介護，介護予防認知症対応型通所介護，

介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　　　　　　⑥　高額介護（予防）サービス費
　　　　　　⑦　高額医療合算介護（予防）サービス費

⑧　特定入所者介護（予防）サービス費
　保　険　料　①　第１号被保険者

　　　　　　②　第２号被保険者
　　　　　　　　加入している医療保険ごとに定められた算定方法による。
地域支援事業

　要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者（元気づくり高齢者）に対して，効
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保険料年額
（平成２４～２６年度）

保険料の
計算方法対　　　象　　　者所得段階

２９，２００円基準額×０．５　老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民
税非課税の人又は生活保護受給者第 １ 段 階

２９，２００円基準額×０．５　
世帯全員が市町村民税非課税で，本人の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万
円以下の人

第 ２ 段 階

４３，８００円基準額×０．７５世帯全員が市町村民税非課税で，第２段階
対象者以外の人第 ３ 段 階

５８，４００円基準額×１．０　世帯内には市町村民税課税の人がいるが本
人は市町村民税非課税の人第 ４ 段 階

７３，０００円基準額×１．２５本人が市町村民税課税で合計所得金額が１２５
万円未満の人第 ５ 段 階

７６，０００円基準額×１．３　本人が市町村民税課税で合計所得金額が１２５
万円以上２００万円未満の人第 ６ 段 階

９２，３００円基準額×１．５８本人が市町村民税課税で合計所得金額が２００
万円以上４００万円未満の人第 ７ 段 階

１０８，１００円基準額×１．８５本人が市町村民税課税で合計所得金額が４００
万円以上６００万円未満の人第 ８ 段 階

１１６，８００円基準額×２．０　本人が市町村民税課税で合計所得金額が６００
万円以上の人第 ９ 段 階



果的な介護予防事業を推進するとともに，地域の高齢者に対する総合相談支援・権利
擁護等を行う包括的支援事業，さらには地域の実情に応じた必要な支援等を行う任意
事業を実施する。
（ア）介護予防事業
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所管課平成２６年度予算額事　　業　　の　　内　　容事業の種類

長寿支援課３９，６９１（千円）

要介護者等を除く６５歳以上の方を対象に，「元気づ
くり高齢者調査票」を配布，回収し，介護予防プロ
グラムの対象者となる元気づくり高齢者の把握を行
う。

元気づくり高齢者促進
事業

長寿支援課８１，７０５（千円）
元気づくり高齢者を対象に「転倒・骨折予防プログ
ラム」「膝痛・腰痛対策プログラム」「運動・栄養・
口腔複合プログラム」を通所型で実施する。

はつらつ元気づくり教
室

保健予防課１１，７４１（千円）
口腔機能低下のおそれのある元気づくり高齢者を対
象に通所又は訪問で口腔機能向上のためのサービス
を実施する。

口腔機能向上事業

保健予防課２，０９３（千円）低栄養の元気づくり高齢者に対して通所又は訪問に
よる定期的な個別栄養相談を実施する。高齢者栄養改善事業

長寿支援課２６０（千円）
元気づくり高齢者のうち，うつ・認知・閉じこもり
により通所型プログラム利用が困難な者を訪問し，
個別支援を行う。

訪問型個別支援事業

保健予防課９，７２２（千円）転倒予防，認知症予防，口腔機能の向上，生活習慣
病予防等について啓発のための教育を実施する。介護予防健康教育事業

保健予防課５，１９５（千円）生活習慣病予防や介護予防のための個別の相談を定
期的に実施する。高齢者健康相談事業

長寿支援課０（千円）
介護予防についての知識，保健福祉サービスに関す
る施策及び介護予防のポイントなどを掲載した冊子
を作成する。（隔年作成）

高齢者のしおり作成事
業

保健予防課３０，４５８（千円）
高齢者を対象に，体操や創作活動を通して心身機能
の維持，回復をはかる。また，高齢者の介護予防と
共助の心が育つ地域づくりを推進する。

お達者クラブ運営支援
事業

保健予防課３，８０６（千円）
お達者クラブの運営を行うボランティアの健康づく
り推進員の養成及び健康づくり推進員協議会の支援
を行う。

健康づくり推進員支援
事業

保健予防課１，９５２（千円）
食生活改善推進員の実施する，高齢者を対象とする
料理教室を支援することにより，対象者が低栄養状
態に陥ることの予防と，栄養状態の改善を図る。

高齢者料理教室支援事
業

長寿支援課９８２（千円）
地域において，声かけ活動等を行うボランティアグ
ループを「ともしびグループ」として登録し，地域
で支えあう地域福祉を推進する。

心をつなぐともしびグ
ループ活動推進事業

長寿支援課８，１０７（千円）

高齢者が介護保険施設等で行うボランティア活動や
健康診査の受診に対して換金可能なポイントを付与
することで，高齢者の生きがいづくりや介護予防を
推進する。

高齢者いきいきポイン
ト推進事業

長寿支援課６８６（千円）
認知症と思われる一人暮らし高齢者等の見守りや家
族への支援を行う認知症等見守りメイトを養成す
る。

認知症等見守りメイト
活動事業



（イ）包括的支援事業

（ウ）任意事業 
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介護保険課７，０９１（千円）
利用者に適切なサービスを提供できる環境整備を図
るために，①ケアプランチェック，②給付実績の通
知，③講演会の開催等を行う。

介護給付適正化事業

長寿支援課１，４１２（千円）介護を行っている者を対象に，家族介護講習会や家
族介護交流会を実施する。

家族介護講習会等開催
事業

長寿支援課１，６００（千円）家族介護を継続して支援するため，介護慰労金を支
給する。

家族介護慰労金支給事
業

長寿支援課３０（千円）
認知症高齢者が徘徊した場合に早期発見できるシス
テムを活用し，家族が安心して介護できる環境を整
備する。

徘徊高齢者家族支援
サービス事業

長寿支援課１，０１５（千円）身寄りのない認知症高齢者等のため，審判の申立て
のほか，制度の広報・普及活動等を行う。

成年後見制度利用支援
事業

介護保険課７１４（千円）住宅改修費の申請書に添付する理由書の作成業務に
ついて支援を行う。住宅改修支援事業

長寿支援課１０２（千円）高齢者の住宅改造を行う際，リフォームヘルパーを
派遣して相談に応じる。住宅改修指導事業

長寿支援課５，２４３（千円）
市営住宅のシルバーハウジングに，社会福祉法人か
ら生活援助員を派遣し，入居者の在宅生活を支援す
る。

高齢者住宅生活援助員
派遣事業

介護保険課５，６６０（千円）

介護相談員が介護サービスの提供の場を訪ね，サー
ビス利用者等の話を聞くことなどによって，不満・
不安等の解消を図り，介護サービスの質的な向上を
図る。

介護相談員派遣事業

介護保険課１３，１５５（千円）サービス利用者の事業者選定にかかる相談等に応じ
るとともに事業者の情報を提供する。

サービス事業者情報提
供事業

長寿支援課１，１３９（千円）
認知症に関する正しい知識を持ち，地域や職域にお
いて，認知症の人や家族を応援する認知症サポー
ターを養成する。

認知症サポーター養成
研修事業

長寿支援課２，１９８（千円）

認知症の人を介護する家族等に適切な情報提供を行
うとともに，精神的な負担軽減を図るため，認知症
の相談や周知・広報を行う相談窓口を地域福祉館等
に設置する。

認知症相談窓口設置事
業

長寿支援課４３０（千円）
日常生活において，生活習慣が不規則な高齢者が体
調不良に陥った場合等に養護老人ホームなどの空き
部屋に一時的に入所させる。

ひとり暮らし高齢者等
短期入所事業

長寿支援課３７９（千円）
高齢者虐待防止ネットワーク協議会を中心に高齢者
の虐待防止や早期発見，被虐待者や養護者への支援
を行うとともに，関係機関の連携強化を図る。

高齢者虐待防止対策事
業

長寿支援課８２２（千円）

「地域包括ケアシステム」を構築するため，「在宅医
療・介護の連携推進協議会」を設置し，本市におけ
る在宅医療の普及・推進を図るとともに，認知症の
人の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示し
た「認知症ケアパス」を策定する。

医療と介護の連携推進
事業



　その他主要事業

予　算　額　　平成２６年度　４４，４８６，８００千円（特別会計）
柑　低所得者対策

　①　訪問介護等利用者負担助成事業

　　・障害者利用者支援措置（県の補助事業　平成１２年４月から実施）
　　　障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当とし
て利用者負担を免除されていた者について，訪問介護等の利用者負担を全額免除
する。

　　・訪問介護等利用者負担助成（市単独事業　平成１３年４月から実施）
　　　国の経過措置対象者として認定されていた者（生活保護受給者を含む），市の
経過措置対象者として認定されていた者及び障害者総合支援法による，障害福祉
サービス等の利用者負担の軽減を受けていた者（生活保護受給者を除く）などに
対し，訪問介護等の利用者負担額の２分の１を助成する。

　予　算　額　　平成２６年度　５，２６１千円
　②　低所得者利用者負担助成事業

　　・社会福祉法人等による軽減に対する補助
（県の補助事業　平成１２年４月から実施）

　　　社会福祉法人等が生計困難者に対して訪問介護，通所介護，短期入所生活介
護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護（以上，予防介護を含
む。），定期巡回・随時対応型訪問介護看護，複合型サービス，夜間対応型訪問介
護，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，介護老人福祉施設入所などの
利用者負担を軽減した場合，その社会福祉法人等に対して補助金を交付する。

　対　象　者　　市町村民税非課税世帯であり，年間収入が単身世帯で１５０万円以下で
ある者等，一定の要件を満たす生活が困難である者

　　・訪問サービス等利用者負担助成（市単独事業　平成１５年７月から実施）
　　　生活困難者が，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーション，通所リハ
ビリテーション，短期入所療養介護，居宅療養管理指導，福祉用具貸与（以上，
介護予防を含む。）を利用したときの利用者負担額の原則４分の１を助成する。

　対　象　者　　市町村民税非課税世帯であり，年間収入が単身世帯で１５０万円以下で
ある者等，一定の要件を満たす生活が困難である者（生活保護受給者を
除く。）
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長寿支援課６，５００（千円）

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつな
ぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域
支援推進員と嘱託医を地域包括支援センターに配置
し，医療と介護の連携強化や，地域における支援体
制の構築を図る。

認知症施策総合推進事
業



・中山間地域等小規模事業所加算軽減措置に対する補助
（県の補助事業　平成２１年度４月から実施）

　中山間地域等に所在する小規模な事業所において加算される訪問介護（介護予
防を含む。）の介護報酬について，社会福祉法人等がその利用者負担を軽減した
場合，その社会福祉法人等に対して補助金を交付する。
対 象 者　　市町村民税非課税者（生活保護受給者を除く）
　予　算　額　　平成２６年度　８，２２１千円
　③　介護保険料低所得者対策事業（市単独事業　平成１５年４月から実施）
　事業内容　　生計困難者に対し，申請により介護保険料を第１段階相当額に減額す

る。
　対　象　者　　介護保険料の所得段階が第３段階，第４段階に該当する者で生活保護

基準以下の者
桓　鹿児島市介護保険事業計画

　「鹿児島市介護保険事業計画」は，介護保険事業を円滑に実施するため，高齢者等
の現状やニーズ，人口や要介護者等の推移などを踏まえ，各サービスの見込量や介護
保険の事業費の見込額などを盛り込んだ計画であり，平成２４年３月に平成２４年度から
２６年度までの第５期計画を策定した。また，「高齢者保健福祉計画」と共通する事項
が多く，調和を保つ必要があることから，「鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業
計画」として一体的に策定している。
　この計画は，３年を１期とすることとなっていることから，平成２６年度中に平成２７
年度から平成２９年度までの計画を策定することとしている。

４　高齢者福祉
敢　敬老パス交付事業（市単独事業　昭和４２年９月から実施）
　目　　的　　高齢者に敬老の意を表するとともに，生きがいに満ちた日々を過ごし

ていただくよう，本市域内の市電・バス，桜島フェリー及び「あいば
す」の全区間を正規運賃の３分の１（１０円未満切り捨て）で利用できる
敬老パスを交付する。

　対　象　者　　本市に居住し，住民登録を有する７０歳以上の者
　交付実績　　平成２５年度　８１，５５８人
　予　算　額　　平成２６年度　４２３，７４８千円
柑　敬老祝事業（市単独事業　平成１８年度に見直し）
　目　　的　　永年，社会に貢献してきた高齢者を祝福し，敬老の意を表するととも

に，さらなる長寿を祈念して祝金等を支給する。
　敬老祝金支給対象者　　９月３０日現在において８８歳であって，９月１日現在におい

て本市に居住し，住民登録を有する者。
　　　　　　　　　　　　１００歳の誕生日に本市に居住し，１年以上住民登録を有する者。
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　長寿者祝金対象者　　　９月１日現在において，本市に居住し，１年以上住民登録
を有する者で，満１００歳を超える男性及び女性それぞれの最
高齢者。

　支給状況　　平成２５年度　８８歳　２，５００人　１００歳及び男女最高齢者　１４２人
　支　給　額　　８８歳　３０千円　　１００歳　１００千円
　　　　　　　男女最高齢者　２００千円
　記 念 品　　８８歳以上全員（平成２５年度　１２，３９３人）
　予　算　額　　平成２６年度　１０９，８２９千円
桓　高齢者福祉バス運行事業（市単独事業　昭和６０年８月から実施）
　目　　的　　高齢者の教養の向上及び健康増進のため高齢者福祉バスを運行する。
　対　象　者　　単位老人クラブ及び高齢者２０人以上（定員４５人の場合）または１０人以上

（定員２８人または２５人の場合）を含む団体
　　　　　　　（定員４５人：１台　定員２８人：１台　定員２５人：１台）
　利　用　料　　無料
　実　　績　　平成２５年度　運行回数　７７２回　利用人員　１５，８４１人
　予　算　額　　平成２６年度　１８，２３８千円
棺　愛のふれあい会食事業（市単独事業　平成３年度から実施）
　目　　的　　高齢者とボランティアとの会食を通じ，孤独感の解消，生きがいづく

りの促進を図る。
　対　象　者　　６５歳以上の家に閉じこもりがちな高齢者等
　実　　績　　平成２５年度　３６４団体　１２２，１４２食
　利　用　料　　１食２００円
　予　算　額　　平成２６年度　５６，１８０千円
款　すこやか長寿まつり開催事業（市単独事業　平成２４年度から実施）
　目　　的　　家族や地域とのつながりを実感できるスポーツ・文化のイベントとし

て，すこやか長寿まつりを開催する。
　実施事業　○ねんりんステージ　　（高齢者の歌，舞踊の発表会や，芸能人を招い

た催しを開催。各種目最高齢者参加者の表
彰。）

　　　　　　○高齢者作品展　　　　　　　○ゲートボール大会
　　　　　　○グラウンド・ゴルフ大会　　○ソフトテニス大会
　　　　　　○ウォークラリー大会
　予　算　額　　平成２６年度　１２，０１０千円
歓　福祉読本作成事業（市単独事業　昭和６３年度から実施）
　目　　的　　２１世紀を支える世代となる小学校児童に，高齢者及び障害者のおかれ

た状況・課題等について正しい理解と認識を深めてもらう。
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　作成部数　　小学校高学年用　６，２００部
　予　算　額　　平成２６年度　４２１千円
汗　老人クラブ補助金交付事業（国の補助事業　昭和３７年度から実施）
　目　　的　　老人クラブの健全な育成を図るとともに，老後の生活を明るく豊かな

ものにするため，単位老人クラブ及び市老人クラブ連合会に対し，助成
を行う。

　結成状況　　平成２５年度　３２５の老人クラブ（会員　１８，７２１人）
　運営補助　　１クラブあたり年額（会員数別）
　　　　　　　　５０人未満のクラブ　　　５６，４００円
　　　　　　　　５０人から９９人のクラブ　６６，０００円
　　　　　　　　１００人以上のクラブ　　　７８，０００円
　予　算　額　　平成２６年度　２０，８４５千円（単位老人クラブ運営補助）
　　　　　　　　　　　　　　８，０７０千円（老人クラブ連合会補助）
漢　高齢者健康づくり・生きがいづくり活動支援事業（市単独事業　老人クラブ補助
金交付事業から分離し平成１８年度から新規として実施）
　目　　的　　高齢者の健康づくり活動及び生きがいづくり活動をしている老人クラ

ブ等に対し，助成を行う。
　対　象　者　・老人クラブ（会員２０人以上または会員の１／２以上の参加）
　　　　　　・構成員の２／３以上が６０歳以上の団体で６０歳以上の者が２０人以上参加

する場合
　助　成　額　　１活動につき３０，０００円以内（交付対象活動は１年に１活動を限度）
　実　　績　　平成２５年度　１４団体
　予　算　額　　平成２６年度　５７０千円
澗　高齢者ゲートボール場等管理事業（市単独事業　平成１５年度に３事業統合）
　目　　的　　高齢者の健康保持と仲間づくり，地域社会での連帯意識の高揚を図る

ために設置しているゲートボール場，レジャー農園，グラウンド・ゴル
フ場を管理する。

　設置基準　・設置場所は地理的・地形的に安全な土地であること。
　　　　　　・５年以上無償で使用できること。
　　　　　　・ゲートボール場おおむね３７４釈以上，グラウンド・ゴルフ場おおむね

２，４００釈以上，レジャー農園おおむね１６５釈以上。
　設置場所　・ゲートボール場
　　　　　　　市有地８カ所，民有地２８カ所，計３６カ所
　　　　　　・グラウンド・ゴルフ場
　　　　　　　国有地１カ所，市有地１カ所，民有地５カ所，計７カ所
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　　　　　　・レジャー農園
　　　　　　　市有地９カ所，民有地４カ所，計１３カ所
　予　算　額　　平成２６年度　２，９０６千円
潅　高齢者グラウンド・ゴルフ場整備事業（市単独事業）
　目　　的　　高齢者の健康，仲間づくりを促進するため，グラウンド・ゴルフ場の

整備に向け実施設計等を行う。
　　　　　　場所：本名町，高免町
　予　算　額　　平成２６年度　１，６６１千円
環　すこやか入浴事業（市単独事業　平成６年度から実施）
　目　　的　　高齢者に敬老の意を表するとともに，健康増進と生きがいづくりの促

進のため，鹿児島市域の公衆浴場等を１００円の自己負担で利用できるす
こやか入浴機能付きの敬老パスを交付する。ただし，家族風呂を利用す
る場合は，１回につき利用料金から２６０円を差し引いた金額を利用者が
支払う。

　対　象　者　　本市に居住し，住民登録を有する７０歳以上の者
　利用回数　　１人年３０回以内
　利用実績　　５５４，５１８回（延回数）
　交付実績　　平成２５年度　８８，２４３人
　予　算　額　　平成２６年度　１４２，１９５千円
甘　地域ふれあい交流助成事業（市単独事業　平成１０年度から実施）
　目　　的　　高齢者の生きがいづくりを促進し，小中学生及び園児の高齢社会への

理解を促すため，地域における高齢者（６５歳以上の方）と小中学生及び
幼稚園等において園児との交流を深める事業を実施する団体（町内会，
老人クラブ，あいご会等）に対して事業に要する費用の助成を行う。

　事業内容　　最初に交付を受けた年度から３年間は１事業５万円を，４年目以降は
１事業３万円を限度額として補助。（同一事業は３回まで）

　実　　績　　平成２５年度　３３９事業
　予　算　額　　平成２６年度　１３，１００千円
監　生きがい対応型デイサービス事業（市単独事業　平成１２年度から実施）
　目　　的　　在宅の虚弱な高齢者に対し，通所による各種サービスを提供すること

により，自立的生活及び生きがいづくりの促進を図るとともに，要介護
状態に陥ることを予防する。

　対　象　者　　デイサービス又はデイホームを平成１１年度まで利用していた者で介護
保険で自立と認定された者，又は，合併時に吉田支所・桜島支所・喜入
支所・松元支所及び郡山支所管内に住所を有し，平成１６年度まで生きが
い対応型デイサービスを利用していた者で介護保険で自立と認定された者。
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　事業内容　　レクリエーション，給食サービス，入浴サービスなど
　利用回数　　１人当たり　２週間に１回
　利　用　料　　１回　６００円
　実　　績　　利用延人数　２，４０８人
　　　　　　　利用延回数　４，３１４回　
　予　算　額　　平成２６年度　１１，４００千円
看　高齢者福祉センター等管理運営事業（市単独事業　平成７年度から実施）
　目　　的　　高齢者相互のふれあいと交流を図り，生きがいと健康づくりを支援す

る高齢者福祉センター等のうち，高齢者福祉センターの管理を指定管理
者として社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会に，喜入老人憩の家の管
理を株式会社南和産業に，すこやかランド石坂の里の管理を公益社団法
人鹿児島市シルバー人材センターに行わせる。

　　○使　用　料　　無料
　　○利用対象者　本市に居住する６５歳以上の者。（ただし，東桜島は６０歳以上の者）

本市の老人クラブ等。
高齢者福祉センター東桜島，桜島，郡山，喜入老人憩の家，すこ
やかランド石坂の里は，市内の高齢者以外の団体の利用を認め
る。（浴場施設は除く）

　所　在　地　

　予　算　額　　平成２６年度　２４０，８８３千円
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休館日開館時間名　　　　称

敢月曜日

柑祝日

桓１２月２９日から
翌年の１月３
日まで

午前９時から午後５時

鹿児島市高齢者福祉センター与次郎
鹿児島市高齢者福祉センター谷山
鹿児島市高齢者福祉センター吉野
鹿児島市高齢者福祉センター桜島
鹿児島市高齢者福祉センター郡山
鹿児島市喜入老人憩の家
鹿児島市すこやかランド石坂の里

午前１０時から午後８時鹿児島市高齢者福祉センター東桜島

・高齢者福祉センター与次郎
　　　与次郎一丁目１０番６号
・高齢者福祉センター吉野
　　　吉野町３２７５番地３
・喜入老人憩の家
　　　喜入中名町１０００番地２２

・高齢者福祉センター谷山
　　　西谷山一丁目１番７号
・高齢者福祉センター桜島
　　　桜島横山町１７２２番地１７
・高齢者福祉センター郡山
　　　郡山町１７６番地

・高齢者福祉センター東桜島
　　　東桜島町７２０番地

・すこやかランド石坂の里
　　　石谷町１３１７番地



竿　元気高齢者活動支援事業（市単独事業　平成１３年度から実施）
　目　　的　　様々な知識や技術を習得した元気高齢者を登録・紹介するとともに，

活動の機会（発表）を提供することによって，高齢者が培ってきた能力
を生かし積極的な社会参加を支援する。

　登録者数　　平成２５年度　５９人
　実　　績　　紹介件数　１２６件
　予　算　額　　平成２６年度　６７２千円
管　高齢者福祉相談員設置事業（市単独事業　昭和４７年度から実施）
　目　　的　　ひとり暮らし高齢者等安心通報システム利用者等に対する電話による

健康状態の確認や各種相談業務等を行い，高齢者の福祉の増進を図る。
　相　談　員　　２人
　実　　績　　平成２５年度相談件数　１９，２８０件
　予　算　額　　平成２６年度　４，４４３千円
簡　ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業（市単独事業　平成１２年度から実施）
　目　　的　　身体状況，家庭環境等により日常生活に支援を必要とする高齢者に対

し，ホームヘルパーを派遣し，家事援助サービスを提供する。
　対　象　者　　ホームヘルプサービスを平成１１年度まで利用していた者で介護保険で

自立と認定された者，又は，合併時に吉田支所・桜島支所・喜入支所及
び松元支所管内に住所を有し，平成１６年度までホームヘルプサービスを
利用していた者で介護保険で自立と認定された者。

　内　　容　　買い物，掃除，調理，洗濯等
　利用回数　　週１回　２時間以内
　費用負担　　生計中心者の前年所得税額による（３０分当たり無料～５２０円）
　実　　績　　平成２５年度　派遣世帯　延１０１世帯
　予　算　額　　平成２６年度　５，６７５千円
緩　高齢者福祉電話設置事業（市単独事業　昭和５１年１月から実施）
　目　　的　　ひとり暮らしの高齢者等に対し福祉電話を設置し，孤独感を和らげる

とともに安否確認を行い，生命の安全を図る。
　対　象　者　　おおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者等で，生命の安全の確保が懸

念され，定期的な安否確認が必要な者　※住民税非課税世帯であり，現
に電話が設置されていない世帯

　設置状況　　平成２５年度　稼働台数　１０１台（平成２６年３月末現在）
　予　算　額　　平成２６年度　２，９２２千円
缶　虚弱高齢者等福祉用具給付事業（市単独事業　平成１２年度から実施）
　目　　的　　虚弱なひとり暮らしの高齢者等に対して，寝たきり予防等を図るため

介護保険給付対象外の福祉用具を給付する。
　給付品目　　・手押し車　・電磁調理器　・自動消火器　・火災警報器　・吸引器
　　　　　　　・入浴担架　・湯沸器　・発電機またはバッテリーセット
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　対　象　者　　６５歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者等
　　　　　　　敢　手押し車は，下肢の不自由な者
　　　　　　　柑　電磁調理器，自動消火器，火災警報器は，初期の認知症などによ

り，防火等の配慮が必要な者
　　　　　　　桓　吸引器，入浴担架，湯沸器，発電機またはバッテリーセットは要

介護３以上で必要と認められる者
　費用負担　　生計中心者の前年所得税額に応じた負担（無料～５割）
　実　　績　　平成２５年度　手押し車　５２６台　　電磁調理器　５３台　自動消火器　２２台
　　　　　　　　　　　　　火災警報器　４個　吸引器　６２台
　予　算　額　　平成２６年度　８，５８８千円　
翰　寝たきり高齢者等寝具洗濯サービス事業（市単独事業　昭和５２年度から実施）
　目　　的　　寝たきり高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。
　対　象　者　　在宅の６５歳以上，要介護認定において要介護３以上と判定された者
　寝具洗濯サービスの対象　　掛け布団・敷布団・毛布
　実施回数　　１人年間３回以内（申請時期により異なる）
　実　　績　　平成２５年度　延　３５９人
　予　算　額　　平成２６年度　１，３２１千円
肝　寝たきり高齢者等理髪・美容サービス事業（市単独事業　平成６年度から実施）
　目　　的　　寝たきり高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。
　対　象　者　　在宅の６５歳以上，要介護認定において要介護３以上と判定された者
　実施回数　　１人年間３回以内（申請時期により異なる）
　実　　績　　平成２５年度　延６３１人
　予　算　額　　平成２６年度　２，５８９千円
艦　紙おむつ等助成事業（市単独事業　平成１２年度から実施）
　目　　的　　紙おむつ等を使用している高齢者に対し，現物支給又は費用の一部を

助成することにより，高齢者の福祉及び衛生の向上を図るとともに，経
済的負担の軽減を図る。

　対　象　者　　在宅又は病院で紙おむつ等を使用している６５歳以上の高齢者で住民税
非課税世帯の者（介護保険施設利用者，生活保護受給者は除く）

　助成内容　＜在宅＞○要介護４・５の者
　　　　　　　　　　　年額１０万円相当の紙おむつ等支給
　　　　　　　　　　○その他の者
　　　　　　　　　　　年額５万円相当の紙おむつ等支給
　　　　　　＜入院＞　月額４千円を限度とする現金助成
　実　　績　　平成２５年度　決定者数８，４５７人（現物支給：５，６２９人，現金支給：２，８２８人）
　予　算　額　　平成２６年度　２８５，４６７千円
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莞　寝たきり高齢者等訪問歯科診療推進補助事業（市単独事業　平成８年度から実施）
　目　　的　　歯科診療が必要な寝たきりの高齢者等の歯科診療を推進するため，歯

科医師会が訪問診療を行うのに必要な機材購入費及び運営費等に補助を
行う。

　実　　績　　平成２５年度　申込み件数２６５件　訪問回数４７９回
　予　算　額　　平成２６年度　２，７２１千円
観　老人介護手当支給事業（市単独事業　昭和６１年度から実施）
　目　　的　　在宅の寝たきり老人又は重度認知症老人を介護する者に介護手当を支

給し，介護者の労をねぎらうとともに，寝たきり老人等の福祉の増進を
図る。

　対　象　者　　本市に１年以上住所を有する者で，寝たきり老人又は重度認知症老人
を現に扶養し，同居又はこれに準ずる状態で６か月以上継続介護してい
る者

　　　　　　①　寝たきり老人　　本市に１年以上住所を有する６５歳以上の者で，在
宅において６か月以上常時他の者の介護を必要とす
る者（要介護認定において要介護３以上）

　　　　　　②　重度認知症老人　本市に１年以上住所を有する６５歳以上の者で，認
知症状により在宅において６か月以上常時他の者の
介護を必要とする者（要介護認定において要介護３
以上）

　　　　　　①・②ともに在宅でない期間が３１日を超える場合は支給対象とならない。
　資格認定日　毎年８月１日及び２月１日
　手当の額　　１人年額　９０，０００円
　　　　　　　　　　　　４５，０００円（国の特別障害者手当又は経過的福祉手当の受給者）
　実　　績　　平成２５年度　寝たきり老人等１，９０５人
　　　　　　　　　　　　　国の手当受給者　１２７人
　予　算　額　　平成２６年度　１７７，８２１千円
諌　ひとり暮らし高齢者等安心通報システム設置事業（市単独事業　平成２５年度から
実施）
　目　　的　　ひとり暮らし高齢者等の世帯で，急病などの緊急時にボタンが押され

たときや見守りセンサーが異常を感知した時に，警備員が駆けつける通
報システムを設置する。

　対　象　者　①　６５歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で，世帯全員
が病弱なため，日常生活を営むうえで常時注意を要する方

　　　　　　②　６５歳以上の高齢者のみの世帯で，同居する１人が重度の要介護状態
にある世帯
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　　　　　　③　８０歳以上のひとり暮らし高齢者
　実　　績　　平成２５年度末　稼動台数　１，０１０台
　予　算　額　　平成２６年度　７０，５１０千円
貫　心をつなぐ訪問給食事業（市単独事業　平成５年度から実施）
　目　　的　　ひとり暮らしの高齢者等に定期的な配食を提供し安否確認を行うこと

により，高齢者の健康で自立した生活の支援及び孤独感の解消を図ると
ともに，配食に従事する者とのふれあいを通じて，自立意欲を促進する。

　対　象　者　　定期的に安否確認を必要とする６５歳以上のひとり暮らしの高齢者で，食
生活の手助けを必要とする者。（高齢者のみの世帯で，世帯全員が要支
援以上の世帯などを含む）

　配食回数　　要支援２以上　　昼食　週６回以内
　　　　　　　　　　　　　　　夕食　週６回以内（昼食を６回受ける者等）　　　
　　　　　　　要支援１以下　　昼食　週３回以内
　利　用　料　　昼・夕食とも１食　４００円（住民税非課税世帯に属する者及び生活保

護受給者は１食２００円）
　実　　績　　平成２５年度　利用者　１，９８５人　延３７５，０３４食
　予　算　額　　平成２６年度　２２１，８３４千円
還　老人性白内障等特殊眼鏡等助成事業（市単独事業　平成４年度から実施）
　目　　的　　老人性白内障等により開眼手術を受けた高齢者のうち，人工水晶体の

埋め込み手術が不可能な者に対し，これに代わる特殊眼鏡等を購入した
場合，その費用の全部又は一部を助成し高齢者の福祉の向上を図る。

　対　象　者　　引き続き１年以上，市内に住所を有する６５歳以上の者で，所得税非課
税世帯に属する者

　助成金額　　特殊眼鏡　　　　　一対当たり実費相当額（限度額４万円）
　　　　　　　コンタクトレンズ　一眼当たり実費相当額（限度額２万５千円）
　実　　績　　平成２５年度　０円
　予　算　額　　平成２６年度　６５千円
鑑　高齢者住宅改造費助成事業（市単独事業　平成９年度から実施）
　目　　的　　在宅の高齢者等がいる世帯に対し，住宅改造に必要な経費を助成し，

高齢者等の自立促進，寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図る。
　助成条件　①　対　象　者　　要介護認定で要支援以上と認定された６５歳以上の者又

はその同居者で，同居者全員の前年課税所得の合計額が
３３０万円以下であり，納付すべき市税の滞納がない世帯

　　　　　　②　対象工事　　既存の居室，浴室，台所，廊下等の設備構造等を高齢
者等に適応するように改造するための工事（※新築・増
築は対象外）
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　　　　　　③　助　成　額　　１００万円と対象経費のいずれか低い金額に３分の２を
乗じた額（限度額　６６万６千円）

　実　　績　　平成２５年度　１３６件
　予　算　額　　平成２６年度　６０，０４７千円
間　軽費老人ホーム谷山荘（Ｂ型）（市単独事業　昭和５１年度から実施）
　目　　的　　低額な料金で高齢者に居室を提供し，併せて日常生活上必要な便宜を

供与する。
　対 象 者　①　本市に住所がある６０歳以上の者
　　　　　　②　家庭環境，住宅事情等の理由により，居宅において生活することが

困難な者
　　　　　　③　自炊ができる程度以上の健康状態にある者
　　　　　　④　収入が使用料の３．５倍以上ある者
　　　　　　⑤　所得税を課せられていない者
　　　　　　※　利用許可を受けた者とともに利用しようとする配偶者，三親等内の

親族その他特別な事情によりホームを利用させることが必要と認めら
れる者については①，④に該当しなくても利用できる。

　使　用　料　　１人用居室　月額　１１，０００円　　２人用居室　月額　１５，４００円
　指定管理者　社会福祉法人　鹿児島市社会事業協会

　予　算　額　　平成２６年度　１５，７６０千円
閑　軽費老人ホーム（ケアハウス）事務費補助事業（市単独事業　平成８年度から実施）
　目　　的　　軽費老人ホームの運営費に係る事務費について補助を行い，家庭環境，

住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者の入
居を促進する。

　補助内容　　事務費基準額から，入所者が収入に応じて負担する額を差し引いた額
について補助する。

　予　算　額　　平成２６年度　３２４，６１２千円
関　老人福祉施設協議会補助金交付事業（市単独事業　平成５年度から実施）
目　　的　　施設職員の資質の向上等を図るとともに，老人福祉施設の基盤強化を

図るため，鹿児島市老人福祉施設協議会に補助金を交付する。
　対象事業　　会議，研修会等
　実　　績　　平成２５年度　２００千円
　予　算　額　　平成２６年度　２００千円
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設立年月日建物面積敷地面積職員数定　員所　在　地名　　　称

昭５１．　５．　１１，５１０釈１，８４４釈３人３８人谷山中央１丁目
５０２７－３

鹿 児 島 市 軽 費
老人ホーム谷山荘



陥　高齢者福祉施設管理基金の設置（平成５年度から積立）
　目　　的　　本市の高齢者福祉施設の管理運営に要する経費に充てることを目的と

して「高齢者福祉施設管理基金」を設置し，高齢者福祉の増進を図る。
　事業概要　　基金運用から生じる利息を高齢者福祉センターの管理運営事業の財源

として充当する。
　基金総額　　平成２５年度末　６，２２４，５２３千円
韓　養護老人ホームへの入所措置（国の制度　昭和２５年度から実施）
　目　　的　　６５歳以上の者で環境上の理由等により居宅において養護を受けること

が困難な者を養護老人ホームに入所させることにより，心身の健康保持
及び生活の安定を図る。

対　象　者　　６５歳以上の者で環境上及び経済的理由により居宅において養護を受け
ることが困難な者

　入所施設　　市内施設　　３施設　　定員２３０人
　予　算　額　　平成２６年度　２０１，３３８千円
館　後期高齢者医療制度（国の制度　平成２０年度制度開始）
　対　象　者　　７５歳以上の者及び６５歳から７４歳で一定の障害のある者
　医療費の自己負担　１割（但し，現役並みの所得者は３割）
　保　険　料　　鹿児島県後期高齢者医療広域連合で決定し，保険料率は県内一律。

　保険料（年額）＝均等割額（５１，５００円）＋所得割額｛（総所得金額等－
　　　　　　　　　　　　　　基礎控除３３万円）×所得割率（９．３２％）｝
　　　　　　　所得に応じて，均等割額，所得割額の軽減措置がある。
　保険料の納め方　特別徴収（年金から控除）と普通徴収（金融機関の窓口等での納

付又は口座振替，納期は７月から翌年３月までの９期）
　保健事業　　後期高齢者医療制度の被保険者を対象とした長寿健診の実施
　そ　の　他　　後期高齢者医療制度の被保険者を対象に，市の単独事業としてはり・

きゅう施設利用補助（施術１回につき１，１００円，年６０回以内），外来人間
ドック及び脳ドックの利用補助を行う。

　予　算　額　　平成２６年度　６，８３６，５００千円（特別会計）
舘　鹿児島市高齢者保健福祉計画

　「鹿児島市高齢者保健福祉計画」は，介護保険の給付対象及び給付対象以外の高齢
者保健福祉事業を含めた，地域における高齢者保健福祉事業全般にわたる供給体制の
確保に関する計画である。介護保険給付対象サービスに加え，介護保険給付対象外の
施設サービス等の必要な目標量等を定めるとともに，介護保険対象外の保健福祉サー
ビスの体系化など本市における総合的な高齢者保健福祉事業に関する計画で，老人福
祉法に基づく「高齢者保健福祉計画」である。
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　この計画は，３年を１期とすることとなっていることから，平成２６年度中に平成２７
年度から平成２９年度までの計画を策定することとしている。
丸　鹿児島市立いしき園（養護老人ホーム，救護施設と併設）
　目　　的　　６５歳以上の者で環境上の理由等により居宅において養護を受けること

が困難な者で，実施機関より措置又は委託された者を入所させ養護する。
　入所対象者　６５歳以上の者で環境上及び経済的理由により居宅において養護を受け

ることが困難な者

含　鹿児島市立喜入園（養護老人ホーム）
　目　　的　　６５歳以上の者で環境上の理由等により居宅において養護を受けること

が困難な者で，実施機関より措置又は委託された者を入所させ養護する。
　入所対象者　６５歳以上の者で環境上及び経済的理由により居宅において養護を受け

ることが困難な者

岸　吉田福祉センター管理運営事業（市単独事業　平成１６年１１月から実施）
※旧吉田町単独事業　平成１０年度から実施　

　目　　的　　地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため，吉田福祉セン
ターの管理を１８年４月から指定管理者として社会福祉法人鹿児島市社会
福祉協議会に行わせる。

　　○開館時間　　午前９時～午後５時
　　○休　館　日　　月曜日，祝日，１２月２９日から翌年の１月３日まで
　所　在　地　　本城町１６８７番地２
　予　算　額　　平成２６年度　１１，７１３千円
巌　高齢者福祉センター建設事業（市単独事業）
　目　　的　　高齢者相互のふれあいと交流を図り，生きがいと健康づくりを支援す

るため，高齢者福祉センターを伊敷地域に建設する。
　　　　　　　平成２６年度は，旧鹿児島西高校跡地を購入するとともに，基本設計・

実施設計等を行う。
　予 算 額 　　平成２６年度　５５１，６１８千円
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職 員 数
平成２６年度

予 算 額

平成２５年度
月 平 均
入 所 者 数

定員建物面積敷地面積所在地
区　分

施設名

２１（５）人
（再任用）

千円
２５０，５３３８０．７人

人
１１０２，５２３釈２６，１８５釈

西伊敷
四丁目
１２    － ２
　養護老人ホーム

職 員 数
平成２６年度

予 算 額

平成２５年度
月 平 均
入 所 者 数

定員建物面積敷地面積所在地
区　分

施設名

１０人千円
１３８，５５７４０．７５人

人
５０２，４７７釈７，９７３釈

喜入町
８４６２養護老人ホーム



５　障害者福祉
敢　身体障害者手帳の交付状況 （平成２６．４．１現在）

柑　友愛パス交付事業（市単独事業　昭和４６年度から実施）
　目　　的　　心身障害者等の更生への努力に対し，市民が励ましといたわりの気持

ちを表し，障害者等の福祉の増進を図るため，鹿児島市域の市電，市バ
ス，民営バス，桜島フェリーを無料で利用できる友愛パスを交付する。

　対　象　者　　本市に居住し，住民登録を有する６歳以上の障害者等で身体障害者手
帳（１級～４級）の交付を受けている者（ただし，４級については６５歳
以上），療育手帳の交付を受けている者，原爆被爆者諸手当の受給者及
び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

　交付状況

　予　算　額　　平成２６年度　３３３，７７９千円
桓　友愛タクシー券交付事業（市単独事業　平成４年度から実施）
　目　　的　　重度の障害者が，生活の利便及び社会参加の促進のためタクシーを利

用する場合に，その運賃の一部を補助することで，障害者の福祉の増進
を図る。

　対　象　者　　本市に居住し，住民登録を有する者のうち，身体障害者手帳の交付を
受けている者で，障害の程度が視覚の１級または２級の者，下肢の１級
から４級までの者（ただし４級については６５歳以上），体幹の１級から
３級までの者並びに内部障害の１級の者，療育手帳の交付を受けている
者で障害の程度がＡ１，Ａ２又はＡの者，精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている者で障害の程度が１級の者
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障　　害　　別　　人　　員
人（全人口４．５９％）交 付 者 数

１８歳未満１８歳以上

２２人１，９５３人視 覚 障 害１２，８４８人男

１８歳以上年
齢
及
び
性
別

９４人２，５１０人聴 覚 障 害１４，４３９人女

１１４人７，８３０人内 部 障 害２７，２８７人計

４人２１７人言語機能障害２９５人男

１８歳未満 ３０４人１４，７７７人肢 体 不 自 由２４３人女

５３８人２７，２８７人計５３８人計

２５２４２３２２年　　度

友 愛 パ ス

交 付 者 数

９，５６５人９，４９３人９，２８３人９，１５５人身体障害者
１５３人１６０人１７０人１７７人原爆被爆者
２，７４９人２，６２３人２，４６１人２，３８１人知的障害者
３，７８４人３，４７６人３，１９６人２，９４６人精神障害者



　交付状況　　９，６７２人（平成２５年度）
　　　　　　　身体障害者　８，９２９人　　知的障害者　６８７人　　精神障害者　５６人
　予　算　額　　平成２６年度　８６，８３９千円
棺　ろうあ者福祉相談員設置事業（市単独事業　昭和４３年１０月７日から実施）
　目　　的　　市内に居住するろうあ者の各種行政手続，一般生活相談等に応じ，広

く便宜を供与し，福祉の向上を図る。
　対　象　者　　ろうあ者及びろうあ者との問題で意思の疎通や理解を深める必要のあ

る者
　相　談　員　　１人
　相談件数　　１，０１７件（平成２５年度）
　予　算　額　　平成２６年度　２，７２６千円
款　相談等業務委託事業（市単独事業　平成８年度から実施）
　目　　的　　身体障害者，知的障害者本人又はその保護者等からの相談に応じ，必

要な指導を行うとともに関係機関の業務に対する協力や地域活動を通し
て援護思想の普及に努める。また，相談員に対し研修を実施することに
より，相談員の活動促進に努め，障害者福祉の増進を図る。

　　　　　　①　身体障害者相談員
　　　　　　　　身体障害者のうちから適当と認められる者に対し，身体に障害のあ

る者の相談に応じる業務を委託して，身体障害者からの更生援護の相
談に応じ必要な指導を行う。

　　　　　　　　相談員数　６３人
　　　　　　②　知的障害者相談員
　　　　　　　　知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者に対

し，知的障害者本人又は保護者等からの相談に応じる業務を委託し
て，知的障害者の更生援護に関する必要な指導，助言を行う。

　　　　　　　　相談員数　１２人
　予　算　額　　平成２６年度　１，８５１千円
歓　障害者通所援護事業補助金（市単独事業　昭和５５年度から実施）
　目　　的　　社会福祉法人等が実施する在宅の障害者の通所援護事業（日常生活訓

練，社会適応訓練及び教養研修活動等）に対して，その運営費の助成を
行う。

　　　対象作業所

　予　算　額　　平成２６年度　５，７５０千円
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汗　障害福祉サービス給付事業（国の制度　平成１９年度から事業を一本化）
　目　　的　　障害者（児）に居宅介護，生活介護などの障害福祉サービス等を提供

する。
　事業内容　　日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と，自立した生活に

必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」等があり，家庭などで利
用できる「訪問系サービス」，入所施設などで昼間に利用できる「日中
活動系サービス」，居住の場として利用できる「居住系サービス」等に
分けられる。

　　　　　　①　訪問系サービス
　　　　　　　　居宅介護（ホームヘルプ），重度訪問介護，同行援護，重度障害者

等包括支援，行動援護，短期入所（ショートステイ）
　　　　　　②　日中活動系サービス
　　　　　　　　生活介護，療養介護，自立訓練（機能訓練・生活訓練），就労移行

支援，就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
　　　　　　③　居住系サービス
　　　　　　　　施設入所支援，共同生活援助（グループホーム）
　　　　　　④　地域相談支援給付（地域移行支援，地域定着支援）
　　　　　　⑤　計画相談支援給付（サービス等利用計画）
　利用者負担　原則，所得に応じた４区分の上限月額（ただし，利用したサービス費

用の１割の方が低い場合は，１割）
　予　算　額　　平成２６年度　９，６９８，８４３千円
漢　障害福祉サービス利用者負担軽減事業（市単独事業　平成１９年度から実施）
　目　　的　　市独自の利用者負担軽減を図り，利用を促進するため，利用者負担額

を２分の１とする。
　事業内容　　障害福祉サービスの利用について，平成２６年度も引き続き，利用者負

担額を２分の１とする。
　予　算　額　　平成２６年度　１０，１４６千円
澗　障害児通所等支援事業（国の制度　平成１８年度から実施　平成２４年度から児童デ
イサービスが移行し，サービスを拡充して実施）
　目　　的　　障害児に対する療育として，児童発達支援や放課後等デイサービス等

を実施し，日常生活における基本的な動作の指導，生活能力の向上のた
めに必要な訓練等を行う。

　事業内容　　在宅の障害児に対して，障害児通所支援事業所や保育所等において，
日常生活における基本動作の指導，集団生活への適応訓練及び生活能力
の向上のために必要な訓練等の支援を行う「障害児通所支援」として，
以下のサービス利用を支援する。
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　　　　　　①　児童発達支援
　　　　　　②　放課後等デイサービス
　　　　　　③　保育所等訪問支援
　利用者負担　原則，所得に応じた３区分の上限月額（ただし，利用したサービス費

用の１割の方が低い場合は１割）
　予　算　額　　平成２６年度　２，０３５，９０５千円
潅　障害児通所支援利用者負担軽減事業（市単独事業　平成１９年度から実施　※平成
２３年度までは「児童デイサービス利用者負担軽減事業」）
　目　　的　　市独自の利用者負担軽減を図り，利用を促進するため，利用者負担額

を無料とする。
　事業内容　　障害児通所支援の利用について，利用者負担額を無料とする。
　予　算　額　　平成２６年度　７２，１３９千円
環　補装具費支給事業（国の制度　昭和２５年度から実施）
　目　　的　　身体障害者（児）の日常生活や社会生活の向上を図るため，失われた身

体機能や損傷のある身体機能を補うための用具（補装具）を購入，修理す
るための費用を支給し，身体障害者（児）の日常生活や社会生活の向上を
図る。

　交付（修理）件数

　予　算　額　　平成２６年度　２２２，１４４千円
甘　障害児補装具費利用者負担軽減事業（市単独事業　平成１９年度から実施）
　目　　的　　障害児の補装具費の支給について，利用者負担の軽減を図る。
　事業内容　　障害児の補装具費の支給に際し，当該支給に係る利用者負担額を２分

の１とする。
　予　算　額　　平成２６年度　１，３００千円
監　難聴児補聴器購入助成事業（市単独事業　平成２５年度から実施）
　目　　的　　補聴器の装用による言語の習得やコミュニケーション能力の発達，教

育上必要な聴力の確保を図る。
　事業内容　　１８歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児の補聴器購

入，修理に要する費用の一部を助成する。
　予　算　額　　平成２６年度　７６５千円
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看　日常生活用具給付事業（国の制度　昭和４７年度から実施）
　目　　的　　在宅の重度障害者が日常の家庭生活を営む上での不便を解消するため

に，用具を給付することにより，日常生活の利便を図る。
　対　象　者　　在宅の重度障害者（品目により障害種別・等級は異なる）
　給付件数

　
　予　算　額　　平成２６年度　１３９，８７８千円
竿　社会参加促進事業（国の制度　一部単独事業）
　目　　的　　ノーマライゼーションの理念の実現に向けて，障害者の自立と社会参

加の促進を図る。
　内　　容　敢　手話講座の実施（昭和５７年度から実施）
　　　　　　　　市民を対象に各クラスごとに手話講座を実施
　　　　　　　　（入門：１７０人，基礎：１２０人，手話通訳者養成：１１０人）
　　　　　　柑　手話通訳者の設置（昭和５３年度から実施）
　　　　　　　　本庁及び各支所に手話通訳者を設置
　　　　　　桓　手話通訳者等派遣事業（平成１４年度から実施）
　　　　　　　　聴覚障害者及び音声機能又は言語機能に障害がある者に対し，申請

に応じて，手話通訳者及び要約筆記者を派遣することにより，障害者
の自立と社会参加の促進を図る。

　　　　　　棺　自動車改造費助成（昭和５３年度から実施）
　　　　　　　　身体障害者が自ら使用する自動車の改造に要する経費を助成（限度

額　１０万円：所得要件あり）
　　　　　　款　自動車運転免許取得費助成（平成１０年度から実施）
　　　　　　　　身体障害者が自動車運転免許を取得するための経費の一部を助成

（限度額　１０万円）
　　　　　　歓　スポーツ大会の開催（昭和４２年度から実施）
　　　　　　　　身体障害者体育大会，知的障害者スポーツ大会
　　　　　　汗　１日レクリエーション（市単独事業　昭和４７年度から実施）
　　　　　　漢　レクリエーション教室開催（平成８年度から実施）
　　　　　　澗　ボランティア活動参加促進（知的障害者）（平成８年度から実施）
　　　　　　　　知的障害者が行うボランティア活動を支援
　　　　　　潅　要約筆記講座の実施（平成２６年度から実施）
　　　　　　　　市民を対象に要約筆記講座を実施（２０人）
　　　　　　環　盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業（平成２６年度から実施）
　　　　　　　　視覚機能と聴覚機能に障害を併せ持つ重度重複障害者に対し，申請
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に応じて，盲ろう者向け通訳・介助員を派遣することにより，障害者
の自立と社会参加の促進を図る。

　　　　　　甘　盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業（平成２６年度から実施）
　予　算　額　　平成２６年度　５１，５３２千円
管　重度身体障害者ガソリン代等助成事業（市単独事業　平成８年度から実施）
　目　　的　　重度の身体障害者のうち，自ら自動車を運転することにより社会参加

が可能で，かつ，低所得の方に対し自動車の燃料費の一部を助成するこ
とにより，社会参加を容易にし自立を促進する。

　助　成　額　①　ガソリン車　１リットル当たり４０円　年１８０リットル以内
　　　　　　②　軽油車　　　１リットル当たり１８円　年１８０リットル以内
　助成人員　　７６人（平成２５年度実績）
　予　算　額　　平成２６年度　６０１千円
簡　ゆうあい館交流事業補助金（市単独事業　平成６年度から実施）
　目　　的　　本市の障害者が集う心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）にお

いて実施される交流事業に対し補助金を交付し，障害者の社会参加，福
祉の向上に寄与する。

　内　　容　　ゆうあい館交流事業実行委員会が実施する次の事業に対し，補助金を
交付する。

　　　　　　①　ゆうあい館夏まつり
　　　　　　②　ゆうあい館春まつり
　予　算　額　　平成２６年度　６００千円
緩　ゆうあい福祉バス運行事業（市単独事業　平成９年度から実施）
　目　　的　　障害者団体等からの要請に応じて，リフト付バスを運行し，障害者の

各種研修会，講演会，スポーツ・レクリエーション等への参加を容易に
することによって，障害者の社会参加の促進を図る。

　事業内容　　リフト付バス　１台（定員２５人）
　　　　　　　運行範囲　鹿児島県内（離島を除く）
　　　　　　　利用日・時間　１２月２９日から翌年の１月３日までを除く日
　　　　　　　　　　　　　　午前９時３０分から午後４時３０分まで
　実　　績　　平成２５年度　運行回数　１８０回，利用人員　延６，８４６人
　予　算　額　　平成２６年度　３，９４７千円
缶　福祉用具貸与事業

（市単独事業　平成３年度から実施。ベビーセンサーは平成１９年度から実施）
　目　　的　　社会生活上福祉用具を必要とする者に対して，福祉用具を貸与するこ

とにより障害者の社会参加と福祉の増進に寄与する。
　対　象　者　　原則として，本市に居住する者で，下記に該当する者
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　　　　　　　・車いす　医療機関への通院，旅行等社会生活上車いすを必要とする者
　　　　　　　・ベビーセンサー　乳幼児を養育する聴覚障害者
　貸与期間　　車いす　おおむね１ヶ月
　　　　　　　ベビーセンサー　２ヶ月（最長１年まで更新可能）
　実　　績　　車いす　平成２５年度　８１件
　　　　　　　ベビーセンサー　平成２５年度　０件
翰　鹿児島県福祉のまちづくり条例関係事務（県移譲事務　平成１２年度から実施）
　概　　要　　「鹿児島県福祉のまちづくり条例」に基づき，障害者等に配慮した生

活環境の整備並びにまちづくりを推進するため，不特定多数の者の利用
に供する施設のうち，障害者等が安全かつ快適に利用できるようにする
ための整備を促進することが特に必要な施設の新築等の内容についての
届出を受理する。また，整備基準に適合していることを証する証票の交
付の請求により，適合しているものに対し交付する。

　　　　　　　なお，平成９年度施行した「鹿児島市福祉環境整備指針」は県条例の
適用を受けない小規模の対象建築物について協議等を行っている。

肝　訪問入浴事業（国の制度　昭和４９年度から実施）
　目　　的　　自力及び家族の介助で入浴が困難な重度心身障害者の家庭に移動浴槽

車を派遣し，心身障害者の保健衛生の向上及び家族の介護負担の軽減を
図る。

　対　象　者　　身体障害者手帳１・２級または知能指数３５以下で，寝たきりの状態に
あり，家族の介助だけでは入浴することができない者

　利用回数　　１人１月６回以内
　実　　績　　平成２５年度　延３，９１２人
　予　算　額　　平成２６年度　４６，９５７千円
艦　ゆうあい訪問給食事業（市単独事業　平成１２年度から実施）
　目　　的　　６５歳未満の独居障害者世帯等を訪問して食事を提供することにより，

栄養及び献立等の面で単調になりがちな食生活を改善し，障害者の健康
増進を図るとともに，孤独感の解消を図る。なお，昼食に加えて，平成
１６年７月から夕食の配食を実施している。

　対　象　者　　独居重度身体障害者（１・２級）及び重度身体障害者だけの世帯の者
で食事の調理が困難な者

　利用回数　　昼食　週６回以内
　　　　　　　夕食　昼食を週６回受けている者のうち希望者は週６回
　利用者負担　１食４００円（住民税非課税世帯，生活保護受給者は１食２００円）
　登録者数　　１５２人（平成２５年度末）
　予　算　額　　平成２６年度　１８，１９１千円
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莞　移動支援事業（国の制度　平成１８年度から実施）
　目　　的　　屋外での移動が困難な障害者（児）に外出時の支援を行うことにより，

社会参加と自立を促す。
　対　象　者　　身体障害者　身体障害者手帳の第１種の所持者
　　　　　　　知的障害者　療育手帳の所持者
　　　　　　　精神障害者　障害支援区分が１以上で，かつ「行動援護および重度障

害者等包括支援の判定基準表」において５点以上の者
　　　　　　　難病患者等　外出に支援が必要であると認められる者
　事業内容　①　場所の移動のために必要となる支援
　　　　　　②　目的地における行動支援
　利用時間　　基本　１５時間／月
　　　　　　　個別事情に応じ，期限を定めて必要時間を追加
　利　用　料　　１時間あたり　身体介護を伴う　　　２００円
　　　　　　　　　　　　　　身体介護を伴わない　　７５円
　　　　　　　　　　　　　　市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料
　予　算　額　　平成２６年度　１６４，８９２千円
観　日中一時支援事業（国の制度　平成１８年度から実施）
　目　　的　　介護者の生活支援及び障害者の日中活動の場を確保することにより，

障害者及び家族の安定した生活を保障する。
　対　象　者　　障害福祉サービスの「短期入所」の支給決定を受けている障害者及び

障害児
　事業内容　　障害者を介護する者が，疾病等の理由により居宅における介護ができ

ない場合に，一時的に施設に預け，必要な保護を行う日帰りショートス
テイ

　利用時間　　基本　３０時間／月
　　　　　　　個別事情に応じ，期限を定めて必要時間を追加
　利　用　料　　１時間あたり　３０円（医療型　１時間あたり　４０円）
　　　　　　　市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料
　予　算　額　　平成２６年度　５９，７６４千円
諌　地域活動支援センター事業（国の制度　平成１８年度から実施）
　目　　的　　在宅の障害者に創作的活動や生産活動の機会を提供することにより，

自立と社会との交流を促進する。
　対　象　者　　在宅の障害者
　事業内容　　機能訓練，社会適応訓練，創作活動，生産活動等
　利　用　料　　無料
　委託施設　　ゆうあい館，ふれあい館，つわぶき苑，しろやまデイサービスセンター，
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にしべっぷの里，とんぼ，福祉作業所南洲，かけはし，ひだまり，ソー
バーハウス，サポートやすらぎ，ドリーム，さをり工房うえ～ぶ，きず
な館，結い愛の郷

　予　算　額　　平成２６年度　１９７，６３１千円
貫　更生訓練費等支給事業（国の制度　平成１８年度から実施）
　目　　的　　更生訓練費，就職支度金を支給し，社会復帰の促進を図る。
　事業内容　①　就労移行支援及び自立訓練を利用している障害者に更生訓練費を支

給する。
　　　　　　②　就労移行支援及び就労継続支援を利用している障害者が，就職また

は自営により施設を退所することになった場合，就職支度金を支給する。
　予　算　額　　平成２６年度　９，２９１千円
還　福祉ホーム事業（国の制度　平成１０年度から実施　平成１８年１０月から障害者自立
支援法による地域生活支援事業へ移行）
　目　　的　　日常生活に支障のある障害者に対し，低額な料金で日常生活に適する

ような居室その他の設備を利用させるとともに，日常生活に必要な便宜
を供与する福祉ホームを運営する社会福祉法人に運営費の一部を助成し，
障害者の福祉の増進を図る。

　対象施設　　自立ホームゆめの里　　　川上町６８０－３　　定員１１人
　　　　　　　福祉ホームしろやま　　　下福元町３３３４　定員８人
　　　　　　　福祉ホームむぎのめの里　川上町１８６２－１　定員１０人
　　　　　　　こかげの里　　　　　　　川上町６８５－１２　定員１４人
　　　　　　　他市外２カ所
　予　算　額　　平成２６年度　１３，１７７千円
鑑　身体障害者福祉電話設置事業（市単独事業　平成５年度から実施）
　目　　的　　在宅の重度身体障害者に対し福祉電話を貸与することにより，聴覚障

害者又は外出困難な重度身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡
の手段の確保を図るとともに，電話による安否の確認や，各種相談に応
じ，もって重度身体障害者の福祉の増進を図る。

　対　象　者　　聴覚障害者又は外出困難な重度身体障害者で，身体障害者手帳の等級
が２級以上の者

　設置状況　　平成２５年度　１台　累計９６台
　予　算　額　　平成２６年度　２，２８８千円
間　ひとり暮らし障害者等安心通報システム設置事業（市単独事業　平成２５年度から
実施　※２４年度までは「身体障害者在宅介護支援システム設置事業」）
　目　　的　　障害者が，長年住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせるよう緊急通

報システムを設置する。
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　事業概要　　障害者が緊急通報装置本体またはペンダントのボタンを押した場合や
センサー等により異常を感知した場合に，市が委託した事業者（警備会
社）が通報を受信し，利用者宅へ電話をかけ状況確認を行う。利用者が
電話を受けることができない場合には，鍵を預かった警備員を利用者宅
へ派遣し，必要に応じて，消防局へ救急車の緊急出動の要請を行う。

　対　象　者　　下記のいずれかに該当する者で，世帯全員が病弱なため日常生活を営
むうえで常時注意を要するもの

　　　　　　①　６５歳未満のひとり暮らし重度身体障害者（身体障害者手帳１・２
級）世帯

　　　　　　②　６５歳未満の重度身体障害者（身体障害者手帳１・２級）のみの世帯
　　　　　　③　②に準ずる世帯（６５歳未満の重度身体障害者と重度知的障害者との

同居など）
　利用者負担額

　予　算　額　　平成２６年度　２，０２２千円
閑　在宅人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成事業（市単独事業　平成１３年度から
実施）
　目　　的　　在宅で常時，人工呼吸器又は酸素濃縮器を使用している重度呼吸器機

能障害者に対して，これらの機器に係る電気料を助成し，障害者の経済
的負担の軽減と福祉の増進に資する。

　対　象　者　①　身体障害者手帳所持者で呼吸器機能障害１級又は３級の者，又はこ
れに準ずる者として特に市長が認める者

　　　　　　②　在宅で常時，人工呼吸器又は酸素濃縮器を使用する者
　　　　　　③　生計中心者の前年の所得税が非課税の者
　予　算　額　　平成２６年度　１，６３０千円
関　重度心身障害者（児）紙おむつ等助成事業（市単独事業　平成８年度から実施）
　目　　的　　在宅又は病院等で，紙おむつ等を使用している重度心身障害者（児）

に対し，紙おむつ購入費等を助成し，重度心身障害者（児）の福祉の向
上及びその世帯の経済的負担の軽減を図る。

　対　象　者　　３歳以上の身体障害者手帳１級，２級の肢体不自由者または，療育手
帳Ａ１，Ａ２，Ａに該当する者で，生計中心者の前年の所得税が非課税の者
（生活保護世帯又は６５歳以上で住民税非課税世帯を除く。）
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負担額（月額）

０円
生活保護受給世帯
市民税非課税世帯
市民税均等割課税者がいる世帯

１，０００円市民税所得割課税者がいる世帯



　助　成　額　　月額　４，０００円以内
　予　算　額　　平成２６年度　１１，２２９千円
陥　寝具乾燥事業（市単独事業　昭和５４年度から実施）
　目　　的　　寝たきりの身体障害者の寝具の洗濯・乾燥・消毒を行うことにより，

身体障害者の保健衛生の向上及び福祉の増進に寄与する。
　対　象　者　　１月の大半を寝たきりの状態で過ごし，かつ，日常生活に他人の介護

を要する状態が６カ月以上継続している６５歳未満の身体障害者で，伝染
性疾患者でなく，生計中心者の前年の所得税が非課税の者

　実施回数　　１人年３回以内
　予　算　額　　平成２６年度　４９千円
韓　重度身体障害者理髪・美容サービス事業（市単独事業　平成６年度から実施）
　目　　的　　外出困難な重度身体障害者の家庭に理容・美容業者を派遣して，理髪・

美容サービスを行い，保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。
　対　象　者　　身体障害者手帳（視覚障害１級及び６５歳未満の肢体不自由１級）の所

持者で，外出困難な重度身体障害者
　実施回数　　１人年３回以内
　予　算　額　　平成２６年度　７９５千円
館　重度身体障害者住宅改造費助成事業（市単独事業　平成９年度から実施）
　目　　的　　重度身体障害者の在宅での生活を支援するため，浴室・トイレ・廊下

の段差解消，手すりの設置や居室の改造等に要する経費を助成し，生活
環境の整備を図る。

　対　象　者　　重度身体障害者及びその同居者で，同居者全員の前年課税所得金額の
合計額が３３０万円以下であり，納付すべき市税の滞納がない世帯

　助　成　額　　１００万円と対象経費のいずれか低い額に，３分の２を乗じた額
　予　算　額　　平成２６年度　２９，９９２千円
舘　重度身体障害者住宅リフォームヘルパー事業（市単独事業　平成９年度から実施）
　目　　的　　重度身体障害者の住宅の改造を行う際に，リフォームヘルパーを派遣

して相談に応じ，適切なアドバイスを行うことで，重度身体障害者の住
環境の改善を図る。

　対　象　者　　６５歳未満の重度の身体障害者で身体状況，家族構成，家屋の状況から
居室等の改良を希望する者

　予　算　額　　平成２６年度　６９千円
丸　児童発達支援事業専門員加算等補助金（市単独事業　昭和５１年度から実施）
　目　　的　　在宅で児童発達支援事業所等へ通所する心身障害児又は重症心身障害

児に対し，日常生活基本動作訓練や集団生活適応訓練等の早期療育を行
うことにより各自の能力に応じた発達を支援する。
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　事業内容　　児童発達支援事業所，福祉型児童発達支援センター及び放課後等デイ
サービスについて，より質の高い訓練や指導のほか専門的な個別指導
や，その家族に対する心理的サポートを含む総合的な療育指導を行う事
業所に対して，専門指導員等の経費の一部を助成する。

　　　　　　　また，看護師等を雇用し，重症心身障害児等を通わせた場合にその経
費の一部を助成する。

　予　算　額　　平成２６年度　２２９，９５５千円
含　障害児（者）地域療育等支援事業（市単独事業　平成８年度から実施）
　目　　的　　在宅障害児（者）のライフステージに応じた地域での生活を支援する

ため，障害児（者）施設の有する機能を活用し療育，相談体制の充実を
図るとともに，各種福祉サービスの提供の援助，調整等を行い，地域の
在宅障害児（者）及びその家庭の福祉の向上を図る。

　事業内容　①　障害児等療育支援事業
　　　　　　　・在宅支援訪問療育指導事業
　　　　　　　・在宅支援外来療育等指導事業
　　　　　　　・施設支援一般指導事業
　　　　　　②　地域療育等支援事業
　対　象　者　　在宅の重症心身障害児（者），知的障害児（者）及び身体障害児等
　予　算　額　　平成２６年度　５，７８８千円
岸　障害者相談支援等事業（国の制度　平成１８年度から実施）
　目　　的　　在宅で生活している障害者やその家族を対象に，地域で生活を送るう

えで必要な各種福祉サービスの活用などについて相談を受け，助言や利
用援助を行い，障害者の地域における生活を支援する。

　事業内容　①　障害者相談支援事業（電話・来所・訪問等による相談，相談会・講
　　　　　　　習会の開催）
　　　　　　②　市障害者自立支援協議会の運営
　予　算　額　　平成２６年度　４４，６３８千円
巌　鹿児島市障害者基幹相談支援センター事業（市単独事業　平成２４年１０月１日設置）
　目　　的　　障害者（児）及びその家族等からの総合的な相談業務について，ワン

ストップ化を図り，情報の提供及び助言その他障害福祉サービスの利用
支援等の必要な支援を行うとともに，関係機関との連絡調整，その他虐
待防止センターの機能を備えた，本市の相談支援の拠点となる基幹相談
支援センターを運営する。

　事業内容　　総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精神障害＝発達障害を含
む）及び成年後見制度利用支援事業を実施。

　　　　　　・身近な地域の相談支援事業者で対応できない個別事例への対応

－ １８５ －

福
祉
・
保
健
（
５
障
害
者
福
祉
）



　　　　　　・虐待防止センターの役割など
　予　算　額　　平成２６年度　２７，５４５千円
玩　自立支援医療費（更生医療）支給事業（国の制度　昭和２４年度から実施）
　目　　的　　身体障害者の更生を目的にし，手術，治療により身体の機能障害を除

去し，または軽減して職業能力や日常生活を容易にする。
　対　象　者　１８歳以上の身体障害者手帳を有する者
　実　　績

　予　算　額　　平成２６年度　９６１，９７８千円
癌　重度心身障害者等医療費助成事業（県補助事業　昭和４９年度から実施）
　目　　的　　重度心身障害者（児）の保健の向上と福祉の増進を図るため本市では

昭和４９年７月から身体障害者手帳１級・２級所持者並びに知能指数３５以
下の一定の年齢の者を対象に保険診療分の自己負担額を助成する制度を
市単独事業として実施した。昭和４９年１０月から県の補助事業となり昭和
５８年２月から６５歳以上の対象者にも範囲が拡大された。

　対　象　者　①　身体障害者手帳の１級・２級所持者で１歳以上の者
　　　　　　②　知的障害者（児）で知能指数が３５以下の１歳以上の者
　　　　　　③　身体障害者手帳の３級と知的障害者（児）で知能指数が３６以上５０以

下の合併障害者で１歳以上の者
　　　　　　上記の者で本人または保護者が市内に住所を有する者
　助　成　額　　保険診療分の自己負担額（１カ月単位）
　助成の方法　償還払い
　実　　績　　平成２５年度助成件数　３１１，３７６件
　予　算　額　　平成２６年度　１，６９６，６９２千円
眼　市民福祉手当（重度障害者（児）手当）（市単独事業　昭和４５年４月から実施）
　目　　的　　重度障害者（児）に市民福祉手当を支給することにより，これらの者

の福祉の増進を図る。
　対　象　者　①　重度障害者（対象者１４，３２６人）（平成２６年度予算人員）
　　　　　　　　１０月１日現在で本市に１年以上居住している２０歳以上の者で，身体

障害者手帳１・２級，療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１若しくは精神障害者保
健福祉手帳１・２級の者又はこれに準ずる障害を有する者

　　　　　　②　重度障害児（対象児４１３人）（平成２６年度予算人員）
　　　　　　　　４月１日現在で本市に１年以上居住している２０歳未満の者で，身体

障害者手帳１・２級，療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１若しくは精神障害者保
健福祉手帳１・２級の者又はこれに準ずる障害を有する者
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　支　給　額　　年額２４，０００円
　予　算　額　　平成２６年度　３５５，８１２千円
岩　特別障害者手当（国の制度　昭和６１年度から実施）
　目　　的　　日常生活において常時特別の介護を必要とする２０歳以上の在宅の重度

障害者の福祉の増進を図る。
　手　当　額　　月額２６，０００円
　実　　績

翫　障害児福祉手当（国の制度　昭和６１年度から実施）
　目　　的　　日常生活において常時介護を必要とする２０歳未満の重度障害児の福祉

の増進を図る。
　手　当　額　　月額１４，１４０円
　実　　績

贋　福祉手当（経過措置分）（国の制度　昭和６１年度から実施）
　目　　的　　日常生活において常時介護を必要とする重度障害者の福祉の増進を図

る。（旧福祉手当の受給者で特別障害者手当，障害基礎年金の非該当者）
　手　当　額　　月額１４，１４０円
　実　　績

雁　心身障害者扶養共済事業（県の制度　昭和４５年度から実施）
　目　　的　　心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき，保護者の死亡又は重

度障害の状態となった後の心身障害者に年金を支給し，心身障害者の生
活の安定と福祉の増進に資する。下記①～③のいずれかに該当する心身
障害者の保護者で市内に住む６５歳未満の健康な者

　対　象　者　　①　知的障害者　　②　身体障害者（１級から３級まで）
　　　　　　　③　①②に準ずる者で将来独立自活することが困難と認められる者
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　加入限度　　心身障害者１人につき２口まで
　加入者数　　２１３人（平成２６．４．１現在）
　給付内容　　加入者が死亡又は重度障害の状態となった日の属する月から心身障害

者に対し，加入口数が１口につき年金月額２万円が支給される。
　予　算　額　　平成２６年度　１４，４３６千円
頑　心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）

　①　設置目的
　　　このセンターは，障害者のふれあいと自立活動の拠点として，また，福祉の増
進や社会参加の意欲の向上などを図るための中核となる施設であり，地域活動支
援センター事業や福祉機器リサイクル事業，身体障害者パソコン講座などを行っ
ている。

　　　障害者の活動やコミュニケーションの場として，また，心の福祉を育むところ
として，気軽に，楽しく，活用されることを目的とする。

　②　利用方法等
　　・開館時間　　午前９時～午後９時
　　・休　館　日　　水曜日，１２月２９日から翌年の１月３日まで
　　・使　用　料　　無料
　　・利用対象者　市内に居住する身体障害者手帳や療育手帳を有する者等
　③　主な事業
　　・地域活動支援センター事業
　　　機能訓練，料理講座，点字講座，パソコン講座，手話講座，民謡講座，三味線

講座，カラオケ講座（Ａ・Ｂ），洋裁講座，生花講座，大正琴講座，茶道講
座，舞踊講座，身体障害者交流，送迎サービス

　　・ことばの発達指導事業
　　・利用者相談支援等事業
　　・健康相談
　　・スポーツ・レクリエーション
　　・社会参加を促進するための施設の利用
　　・福祉機器リサイクル事業
・ＩＴ講習会開催事業

顔　知的障害者福祉センター（ふれあい館）

　①　設置目的
　　　このセンターは，知的障害者の中核となる施設として，平成１２年１１月に開所し
た。体育館，温水プール，プレイルーム，音楽ルーム，会議室，交流スペース，
福祉作業室，展示コーナー，相談室等を備えている。知的障害者相互のふれあい
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を深め，生きがいと健康づくりを支援し，知的障害者とその家族の福祉の向上を
図ることを目的とする。

　②　利用方法等
　　・開館時間　　午前９時～午後９時
　　・休　館　日　　月曜日，１２月２９日から翌年の１月３日まで
　　・使　用　料　　無料
　　・利用対象者　療育手帳所持者等とその家族及び知的障害者のために奉仕活動を

行う個人や団体
　③　主な事業
　　　スポーツ，レクリエーション，健康・生活・職業等の相談・指導，教育講座等
の開催

願　成年後見制度利用支援事業（国の制度　平成１４年度から実施）
　目　　的　　身寄りのない知的障害者・精神障害者等で，後見開始の審判を申立て

る者がいない者のために，審判の申立てを行うほか，その申立て費用を
負担し，判断能力の不十分な知的障害者・精神障害者等の保護を図る。

　予　算　額　　平成２６年度　１，７８０千円
企　障害福祉計画策定・管理事業（市単独事業　平成１８年度から実施）
　目　　的　　障害者基本法に基づく市町村障害者計画である第三次鹿児島市障害者

計画（平成２５～２９年度）を推進する。また，障害者総合支援法に基づく
市町村障害福祉計画である鹿児島市障害福祉計画第３期計画（平成２４～
２６年度）の計画期間の終了に伴い，次期計画を策定する。

　内　　容　①　第三次鹿児島市障害者計画
　　　　　　　ア　根拠：障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」
　　　　　　　イ　内容：本市の障害者施策を推進するための計画として，施策の基

本的方向を示す
　　　　　　　ウ　計画期間：２５年度から２９年度
　　　　　　②　鹿児島市障害福祉計画
　　　　　　　ア　根拠：障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」
　　　　　　　　　　　　「第三次鹿児島市障害者計画」の数値目標を含む実施計画

と位置付ける
　　　　　　　イ　内容：障害福祉サービス，相談支援及び地域生活支援事業の提供

体制の確保に関する計画
　　　　　　　ウ　計画期間：第４期計画期間　２７年度から２９年度（２６年度策定予

定）
　予　算　額　　平成２６年度　２，１０４千円

－ １８９ －
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伎　障害者施策推進協議会（昭和４９年度から実施）
　障害者基本法に基づく障害者施策推進協議会を平成６年６月設置した。
　（昭和４９年１０月設置の心身障害者対策協議会を名称変更）
　委員の構成　学識経験者　　　　８人券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬計１８人
　　　　　　　行政機関の関係者　１０人鹸
　予　算　額　　平成２６年度　２２５千円
危　障害者自立支援協議会（平成２０年度設置）
　障害者総合支援法に基づく協議会として，関係機関の連携強化や障害福祉計画の進
行管理等を行う。
　委員の構成　学識経験者　３人
　　　　　　　関係団体等　１９人
　　　　　　　公募市民　　４人
　　　　　　　行政　　　　４人
喜　ナイスハート支援事業（市単独事業　平成２４年度から実施）
　目　　的　　障害者授産施設の生産物の販売等を促進するとともに市民への啓発を

行い，障害者の生産意欲の向上を図る。
　事業内容　　障害者施設の生産物の販売等を促進するための広報等の経費に対し助

成する。
　　　　　　①　助成先　　物品の加工・販売等を行う障害福祉サービス事業所で構

成する団体
　　　　　　②　広報内容　生産物（木工品，パン，菓子等）やレストラン等の案内
　　　　　　③　広報方法　カタログ，ホームページ，イベントなど
　予　算　額　　平成２６年度　１，１０８千円
器　チャレンジド大賞表彰事業（市単独事業　平成２５年度から実施）
　目　　的　　障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに，障害者の社会

参加と自立支援の促進を図る。
　事業概要　　様々な分野において，前向きに取り組み輝いている障害者個人や団体

及び障害者の方々を積極的に支援している個人等を表彰する。
　予　算　額　　平成２６年度　６１５千円

 

－ １９０ －
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６　児童・母子福祉
敢　施　　設

　①　保育所及び入所児童数 （平成２６．４．１現在）

　　※（　）内は広域入所児童数

　②　市　　立

　
　　（注）黒神保育園…へき地保育所

　③　市が設置し市社会事業協会を指定管理者として指定しているもの

　④　市社会事業協会が設置し運営しているもの

－ １９１ －

待機児童数入所児童数定　　員園　　数区　分
設置別

０（０）人８８８（６）人８９０人１１園市 立
４７（０）９，９５７（３１）９，１８８１０３私 立
４７（０）１０，８４５（３７）１０，０７８１１４計

職員数平成２６年度
予算額

入所状況（平成２５年度）施　　　　　設区分
施設名 月平均人員定　員建　物敷　地開　　所

１３人

千円
１，０８２，０８６

１３４人１２０人７４１釈２，１７８釈昭和２３．　１．　１城 南

保
　
　
育
　
　
園（
所
）

１５１５３１４０８０６１，９０９　〃　３０．　８．１５三 和
１７１７０１５０９１６２，１１９　〃　２５．　９．　１真 砂
１３１３４１２０７０６１，０８９　〃　２６．　８．　１春 日
１０６７６０４３２１，２８９　〃　３６．　４．　１原 良
５２２３０２１９８５５　〃　３９．　４．　１東桜島
１０６７６０４１４１，１４２　〃　５５．　４．　１東谷山
１２１０２９０６０５１，５９９　〃　４２．　３．　１中 山
３３４３０２５８１，２１０　〃　４７．　５．　１本 名
４４８４５３４３１，４８４　〃　５０．　４．　１宮之浦
４４９４５３０３２，７６５　〃　５０．　４．　１花 尾
１４３０１７４４８１　〃　４１．　４．　１黒 神

設立年月日建物敷地委託料職員数定員所　在　地名　　　称

平成１２．１１．１６４，３５０
釈

５，６１２
釈

　千円
７１，５２１１２人－　星ヶ峯二丁目１－１鹿児島市知的障害者

福 祉 セ ン タ ー

設立年月日建　物敷　地職員数定　員所　　在　　地名　　称

昭和２４．　６．　１５４７釈８５１釈２２人１００人鴨池一丁目８－１０鴨　池保育園
　〃　４３．　４．　１５９４１，５５４１８１１０武一丁目３５－３３柳　田　〃　
　〃　４５．　４．　１５９９１，０１８２０１１０田上一丁目２６－１５田　上　〃　
　〃　４６．　４．　１５９８１，０８０２０１１０下伊敷一丁目１１－７玉　里　〃　
　〃　４８．　４．　１２９５６６６１３４０真砂本町２５－１３なぎさ　〃　
　〃　４８．１２．　１４８２１，１２４１７８０下伊敷一丁目３２－１あたご　〃　
　〃　４９．　４．　１３２７３９８１１４０南林寺町１２－１１南林寺　〃　
　〃　５０．　４．　１３６５８５１１５７０清水町６－２７清　水　〃　
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　⑤　認可外保育施設の届出の現況

　　　届出数　６１施設
　

　⑥　児　童　館

　
　⑦　すこやか子育て交流館（りぼんかん）
　目　　的　　子育て家庭や子育て支援団体等の活動をさまざまな角度からサポート

する総合的な子育て支援の拠点施設で，「ひろがる笑顔，支え合う子育
て」をコンセプトに，親子が気軽に集い，相互に交流する場を提供する
とともに，育児相談や子どもの一時預かり，子育てに関連する情報の発
信や関係団体等との連携・情報の共有化を行い，子育て支援のネット
ワークづくりを進める。

　開館時間　　午前１０時から午後６時
　休　館　日　　毎月第１月曜日と年末年始（１２月２９日～１月３日）
　所　在　地　　与次郎一丁目１０番１７号
　使　用　料　　無料　但し，貸室と子どもの一時預かりは有料
　対　象　者　　小学校３年生までの子どもとその家族，妊娠中の人，子育て支援活動

を行う人等
　使用開始　　平成２２年１０月９日
　予　算　額　　平成２６年度　８４，２３８千円
　⑧　親子つどいの広場

　目　　的　　子育て中の親とその子どもが気軽につどい，相互に交流する場を提供
することにより子育てに係る不安感等の緩和を図るとともに，地域の子
育て支援機能の充実等を図る。

－ １９２ －

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）

設立年月日建　物敷　地職員数定　員所　　在　　地名　　称
昭和５１．　４．　１３５０釈１，４１４釈１６人６０人紫原四丁目３７－２西紫原　〃　
　〃　５２．　４．　１３４８１，９４９１７７０薬師二丁目２１－４０薬　師　〃　
　〃　５３．　４．　１３７２１，４０５１４６０吉野町３０７４吉　野　〃　
　〃　５４．　４．　１９００１，８１０２１１１０下伊敷二丁目２６－１０下伊敷　〃　
　〃　５４．　４．　１５５０９４０２０９０武二丁目２８－７武　　　〃　
　〃　５５．　４．　１３７０８８２１５６０松原町２－２４松　原　〃　
平成２４．１０．　１１，４１１４８７９２０世帯柳町３－２２や な ぎ 寮
　〃　２５．　２．　１５０６８８０２３２５薬師二丁目２１－４７やくし乳児院

指　定
管理者職　員平成２６年

度予算額

利用人員
（平成２５年度）施　　　　設区　分

施設名 年間利
用人員定員建物敷地開　所

社会事業
協　　会

館　長１
厚生員３

千円
４６，２２３

人
１７，１８６

人
５０

釈
３９７

釈
５１９昭和４１．４．１城南児童センター

社会事業
協　　会

館　長１
厚生員３１７，６８３５０４００５４６昭和４３．４．１三和児童センター

社会事業
協　　会

館　長１
厚生員３１３，３６５－４４０１，３４０平成１２．６．１郡山児童センター



　開館時間　　午前１０時から午後６時
　休　館　日　　１２月２９日から翌年の１月３日まで
　使　用　料　　無料　但し，託児室使用は有料
　対　象　者　　小学校に就学するまでの者とその家族，妊娠中の者，子育て支援活動

を行う者等
　予　算　額　　平成２６年度　１０５，６７６千円

柑　かごしま市すこやか子ども元気プラン

　概　　要

　少子化が進行する中で，本市が永続的に活気にあふれ，子どもたちが健やかに成長
できるまちであり続けるためには，総合的に少子化対策を図り，男女がともに子ども
を生み育てることに夢を持てる環境づくりを社会全体で進めることが必要である。本
市では，次世代育成支援対策推進法に基づき，子育て支援施策を総合的かつ効果的に
推進するため，平成１６年に「かごしま市すこやか子ども元気プラン」（第一期）を策
定し，様々な施策の推進に取り組んできたが，国が示す行動計画策定指針に基づき，
平成２２年度からを計画期間とする後期計画として，保育所待機児童の増加など社会経
済情勢の変化を踏まえ，「第二期かごしま市すこやか子ども元気プラン」を平成２２年
３月に策定した。
　この計画は，次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画として策定し，母
子保健の分野については，母子保健計画としても位置づけている。 

－ １９３ －

２６年度
（目標値）

２５年度
（実績）指　　　　　標目　　　　標　　　　項　　　　目№

２，８００人３，２９４人会員数ファミリー・サポート・センター事業１
４，５７１人４，７７１人定員数放課後児童健全育成事業２ ９０カ所９８カ所設置カ所数
４カ所２カ所設置カ所数親子つどいの広場事業３
１３カ所１１カ所設置カ所数地域子育て支援センター事業４
３４人３４人定員数子育て短期支援事業（ショートステイ）５ １０カ所１０カ所設置カ所数
３８人３８人定員数子育て短期支援事業（トワイライト）６ ９カ所９カ所設置カ所数
２８人２８人定員数病児・病後児保育事業

（乳幼児健康支援一時預かり事業）７ ７カ所７カ所設置カ所数
６００人※１ ５４０人定員数一時預かり事業８ ６０カ所５４カ所設置カ所数
３００人３３０人定員数特定保育事業９ ３０カ所３３カ所設置カ所数

「第二期かごしま市すこやか子ども元気プラン」における実績及び数値目標設定一覧

指定管理者使用開始所　在　地名　　　称

社会福祉法人川上福祉会平成２０．４．１中町４－１３東部親子つどいの広場
（ な か ま っ ち ）

社会福祉法人鹿児島県
社会福祉事業団平成２５．１２．２４西谷山１丁目３－２南部親子つどいの広場

（ た に っ こ り ん ）
社会福祉法人鹿児島市
社会事業協会平成２６．７（予定）吉野町３２５６－１北部親子つどいの広場

（ な か よ し の ）

※１　自主事業を含む　　　　※２　市立，自主事業を含む　　　　※３　２３年度実績　　　　※４　わくわく親子教室を含む

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）



 

－ １９４ －

２６年度
（目標値）

２５年度
（実績）指　　　　　標目　　　　標　　　　項　　　　目№

９，４８４人９，７０８人定員数通常保育事業１０ １０３カ所１１１カ所設置カ所数
１，１１５人１，３０３人実人員数乳児保育１１ １０３カ所１１１カ所設置カ所数

実人員数　１，７００人※２実人員数 １，５９８人（１時間延長）

延長保育促進事業１２

設置カ所数　８９カ所設置カ所数　１０１カ所
実人員数　３３０人※２実人員数 ２５８人（２時間延長） 設置カ所数　１２カ所設置カ所数　１１カ所
実人員数　　１７０人※２実人員数　　６６人（４時間延長） 設置カ所数　２カ所設置カ所数　２カ所
実人員数　２，２００人※２実人員数 １，９２２人（合計） 設置カ所数　１０３カ所設置カ所数　１１４カ所

１７０人※１ １８０人定員数休日保育事業１３ １７カ所１８カ所設置カ所数
１４クラブ２０クラブクラブ数母親クラブ育成・支援事業１４

３，０００人／年度３，１１１人／年度託児者数サンエールかごしまにおける託児の実施１５
３００人２４６人登録者数子育てサポーター登録者数１６

１００％８８．９％妊娠１１週以下での妊娠届出率妊娠・出産の安全性の確保１７
０％５．０％妊婦の喫煙率

１００％９５．６％１歳６か月・３歳児健康診査
受診率乳幼児健診の推進１８

男子：１００％ 男子：２６．９％性感染症にかかるとエイズに
感染しやすくなることを知っ
ている高校３年生の割合

性や感染症予防に関する正しい知識の普
及１９

女子：１００％ 女子：２８．９％

１００％※３ ９１．５％かかりつけの小児科医を持つ
親の割合小児保健医療体制の整備２０

０％※３ ２．５％生後６か月頃までにうつぶせ
寝をさせていた親の割合乳幼児突然死症候群予防対策の推進２１

１００％※３ ６５．２％事故防止対策を実施している
家庭の割合不慮の事故防止対策への取組２２

２回／年度２回／年度
小児慢性特定疾患を持つ子ど
もの保護者への相談会開催回
数

慢性疾患を持つ子どもの保護者への支援２３

１００％８９．０％フッ化物歯面塗布を受けたこ
とのある３歳児の割合歯科保健の推進２４

０％※３ ２６．１％育児に自信が持てないと答え
た母親の割合育児不安の軽減２５

７，０００人６，７７４人ボランティア登録者数学校支援ボランティア事業２６
１１７学級１１７学級学級数家庭教育学級２７

３，５００人／年度１，６１５人／年度受講者数かごしま環境未来館環境学習推進事業２８
６５０回／年度９７２回／年度実施回数青色回転灯を使用した児童生徒の安全パトロール２９

２，３００回／年度３，７８６回／年度パトロール回数防犯団体補助事業３０
７２灼６７灼整備延長幹線道路整備計画３１

５公園開設／年度３公園開設／年度開設カ所数都市公園の整備（新設）３２
１００戸６８戸募集戸数子育て世帯向け市営住宅支援事業３３
１０３施設１０８施設設置施設数市公共施設への授乳室等の設置３４

３３事業者２７事業者職場のパパママ応援隊参加事
業者数にこにこ子育て応援隊支援事業３５

２３０回／年度２８９回／年度実施回数安心安全教育指導員設置事業
（交通安全教室の実施回数）３６

１５０回／年度２３４回／年度実施回数安心安全教育指導員設置事業
（防犯教室の実施回数）３７

１０回／年度２０回／年度実施回数児童虐待に関する関係機関への研修３８
１，４００人／年度７６０人／年度延べ受講者数母子家庭等就業支援講習会の開催３９

１０３カ所７２カ所在園数障害児保育４０
１４カ所５５カ所実施カ所数障害児通所等支援事業

（児童デイサービス事業）４１ ３１，１０２回／年度１５８，７３６回／年度延べ利用回数
９６回／年度※４ １００回／年度開催回数すくすく親子教室４２

小学校：１００％小学校：１００％小・中学校における「個別の
指導計画」作成校数の割合特別支援教育体制推進事業４３ 中学校：１００％中学校：１００％

４８回／年度６０回／年度実施回数母子生活支援施設での自立支援
（社会復帰促進事業）４４
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桓　子ども・子育て支援事業計画策定事業

　目　　的　　子ども・子育て支援法に基づき，幼児期の教育・保育の総合的な提供
及び地域の子育て支援の充実を図るため，子ども・子育て支援事業計画
を策定する。

　　　　　　○計画期間：２７年度～３１年度
　予 算 額　　平成２６年度　２，００３千円
棺　第二次かごしま市保育計画

　経済状況等による共働き世帯の増加などの影響により保育所への入所希望者が増
え，平成２１年４月には本市において３５９人の待機児童が発生している状況であり，今
後とも保育需要は続くものと見込まれることを受け，多様化する保育ニーズへの対応
や保育所の待機児童解消を積極的に図るため，平成２１年１０月に「第二次かごしま市保
育計画」を策定した。
　この計画は，平成２１年度（後半）から平成２６年度までの計画であり，整備方針とし
て，待機児童の多い地域を重点的に，保育所の整備を進め，年度当初で入所希望者全
員（要保育児童数）が定員内で入所できる枠を確保することを目標に，市全体で
２，３５０人の定員増を図ることとしている。
　本市の待機児童を解消するため，既存保育所（法人）による定員増や分園設置及び
第二保育園整備，認定こども園や新規参入法人等による保育の実施等の施策活用によ
り保育所を整備することとしている。
　なお，保育所施設整備については，国から交付された交付金を財源に，各都道府県
において造成された「安心こども基金」により対応することとされ，本市においても
施設整備を前倒しで実施しており，今後も進捗状況や地域ごとの保育需要を勘案した
上で，同計画に基づく待機児童解消を積極的に進めていくこととしている。
　また，同計画については，平成２６年３月に改定を行い，保育所等整備計画の追加と
国の保育緊急確保事業を実施するための事業項目を盛り込んでいる。
款　特別保育事業

　目　　的　　延長保育促進事業，一時預かり事業等を円滑に実施することにより，乳
幼児の健康の保持と増進を図って児童福祉の向上に努める。

　事業内容　①　延長保育促進事業
　　　　　　　　１１時間の開所時間の前後の時間（午後６時以降等）も保育に欠ける

児童を引き続き保育する保育所に対し，必要な経費を補助する。
　　　　　　②　保育所障害児受入促進事業
　　　　　　　　既存の保育所又は保育所分園において，障害児を受け入れるために

必要な改修等を行う保育所に対し，必要な経費を補助する。
　　　　　　③　保育所地域活動事業
　　　　　　　　地域における異年齢児交流等事業などの特別の保育科目を設定して
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保育を行う保育所に対し，必要な経費を補助する。
　　　　　　④　特定保育事業
　　　　　　　　保護者のパート就労，職業訓練，就学などにより，１か月当たり概

ね６４時間以上家庭内における保育が断続的に困難となる児童を，必要
日時保育する保育所に対し，必要な経費を補助する。

　　　　　　⑤　一時預かり事業
　　　　　　　　保護者のパート就労や疾病，出産等により緊急・一時的に家庭内で

の保育が困難となる児童を預かる保育所に対し，必要な経費を補助す
る。

　　　　　　　　・非定型的保育
　　　　　　　　　保護者のパート就労，職業訓練，就学などにより，１か月当たり

概ね６４時間未満家庭内における保育が断続的に困難となる児童の必
要な日時の預かり

　　　　　　　　・緊急保育
　　　　　　　　　保護者の疾病・入院・冠婚葬祭など社会的に止むを得ない事由に

より，緊急・一時的に保育を必要とする児童の月１４日を限度として
の預かり

　　　　　　　　・私的理由による保育
　　　　　　　　　保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由

により，一時的に保育が必要となる児童の週１日を限度としての預か
り

　　　　　　⑥　分園推進事業
　　　　　　　　保育所分園の推進を図るため，その施設の運営に係る特別な経費に

対し，補助する。
　　　　　　⑦　休日保育事業
　　　　　　　　就労形態の多様化に対応するため，日曜日，国民の祝日等の保育を

実施する保育所に対し，必要な経費を補助する。
　予　算　額　　平成２６年度　７８３，８８７千円

歓　私立保育所等への補助事業（市単独事業）
　目　　的　　私立保育所の職員の資質向上と保育内容の充実を図るため，研修費や

運営費等を補助する。
　認可保育所 （単位：千円）

－ １９６ －
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平成２６（予算）平成２５（予算）平成２４（予算）年　度項　目
２３，０３１２３，５３４２３，３１０保 育 園 協 会 研 修 費 補 助
５６，２４０５４，４６４５３，２８０非 常 勤 保 育 士 雇 用 等 補 助



　認可外保育施設 （単位：千円）

汗　多子世帯保育料等軽減事業

　目　　的　　第３子以降の子どもを保育所に入所させている多子世帯（１８歳未満の
子を３人以上扶養している世帯）の経済的な負担を軽減するため，保育
料の軽減を行う。

　対象児童　　対象となる児童は下記の項目のいずれにも該当する者
　　　　　　・保育所に入所している児童
　　　　　　・多子世帯の１８歳未満の児童のうち，年長者から３人目以降に該当する

児童
　　　　　　・前年分の所得税額が４０，０００円未満（注）の世帯に属する児童
　　　　　　（注）税制改正により年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃

止されたことによる影響が生じないように，扶養控除等見直し前の控除
額で計算することにより調整した税額

漢　病児・病後児保育事業（国の制度　平成１４年１０月から実施）
　目　　的　　保育所に入所中の児童等で，病気の回復期にあるために集団保育がで

きず，かつ，保護者がやむを得ない事由のため家庭で育児ができない場
合にその児童を一時的に預かり，保育を行う。

　事業内容　①　対　象　児　童　　鹿児島市に住所を有する０歳児から小学校３年
　　　　　　　　　　　　　　　　生までの児童
　　　　　　②　実　施　施　設　　みなみクリニック　ダーグ・ヘム
　　　　　　　　　　　　　　　　　池田病院　チックタック童夢館

－ １９７ －

平成２６（予算）平成２５（予算）平成２４（予算）年　度項　目
９７，５６０１０７，０５２１２１，１５０週 休 二 日 制 実 施 補 助
５４，１０２５１，９３５４９，２５８保 育 材 料 等 補 助
６，５５１６，３２０６，０４６冷 房 設 備 電 力 料 金 等 補 助
２７，３５８２９，２１１３６，５５１障 害 児 保 育 補 助
２５，０８６２３，１２５２３，４２１軽 度 障 害 児 保 育 補 助
４，８１７４，５３０４，４８３保 育 園 協 会 運 営 費 補 助
１５，７２７１５，２１３１４，６９５こどもの心が育つ保育推進事業補助
６，０３０５，３１０４，６８０幼 児 保 育 相 談 補 助
５，３５５６，１２０４，５９０障害児保育円滑化事業補助
２３，７９１１４，７８１１２，６５４療 育 支 援 児 保 育 補 助
２，３０９２，１２８１，５１２保 育 園 研 修 費 補 助
３４７，９５７３４３，７２３３５５，６３０計

平成２６（予算）平成２５（予算）平成２４（予算）年度
項目

５１カ所
５６，０３９

５５カ所
６４，３６３

５５カ所
６２，２０９運 営 費 等 の 補 助
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　　　　　　　　　　　　　　　　　紫原たはら医院　グッドラック
　　　　　　　　　　　　　　　　　川畑医院　ぱらんせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　谷山生協クリニック　レインボーキッズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　中瀬小児科　マーミン
　　　　　　　　　　　　　　　　　あおそら小児科　あまやどり
　　　　　　③　利　用　定　員　　各４人
　　　　　　④　利用日及び時間　　平　日　午前８時３０分から午後６時まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日　午前８時３０分から午後１時まで
　予　算　額　　平成２６年度　８６，３９０千円
澗　保育コーディネーター配置事業

　保育を必要としている保護者の相談に応じ，保育サービスの情報提供を行い，保護
者のニーズと保育サービスを適切に結びつけ，よりきめ細やかな対応を行う保育コー
ディネーターを配置する。
　配　　置　　保育課３人，谷山福祉部福祉課２人
　予　算　額　　平成２６年度　１１，３０４千円
潅　保育士等処遇改善臨時特例補助事業

　保育士の人材確保対策を推進するため，保育士の処遇改善に取り組む保育所へ補助
金を交付する。
　予　算　額　　平成２６年度　２１９，１７６千円
環　認可外保育施設保育士資格取得支援補助金

　認可外保育施設の保育従事者の保育士資格取得の受講に伴う代替要員の費用等を助
成する。
　予　算　額　　平成２６年度　１，０６６千円
甘　認可外保育施設保育料補助金

　保育に欠ける児童を認可外保育施設に預けている保護者の経済的負担を軽減するた
め，保育料の一部を助成する。
　予　算　額　　平成２６年度　３７，５４８千円
監　幼稚園２歳児預かり保育運営費補助金

　２歳児の預かり保育を実施する幼稚園に対し，児童の保育に必要な保育材料等の購
入経費の一部を助成する。
　予　算　額　　平成２６年度　１１，７３０千円
看　地域子育て支援センター事業（国の制度　平成６年度から実施）
　目　　的　　子育て家庭を支援する活動の企画，調整，実施を担当する職員を拠点

保育所に配置し，地域の保育所の協力を得て，育児不安などに対する相
談・指導及び地域の子育てサークルなどの育成・支援等を図る。

　事業内容　　育児不安等についての相談・指導，子育てサークル等の育成・支援，
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親子ふれあいの催し，育児講座など
　委　託　先　　鹿児島市社会事業協会鴨池保育園・松青福祉会松青保育園・川上福祉

会ふじヶ丘保育園・鹿児島県社会福祉事業団同胞保育園・伊敷福祉会伊
敷保育園・紫原福祉会つくし保育園・吉田向陽会むれが岡保育園・松元
中央福祉会松元中央保育園・笹桐福祉会郡山保育園・西寿寺福祉会桜島
保育園・前之浜福祉会前之浜保育園

　予　算　額　　平成２６年度　６９，１００千円
竿　ファミリー・サポート・センター事業（国の制度　平成１２年度から実施）
　目　　的　　育児や家事の援助を依頼する依頼会員，援助を行う提供会員及びどち

らも可能な両方会員で組織されるファミリー・サポート・センターを設
置し，会員同士による相互援助活動を実施し，子育てに関する負担の軽
減及び児童福祉の向上を図る。

　委　託　先　　社会福祉法人　鹿児島市社会事業協会
　予　算　額　　平成２６年度　１２，３５８千円
管　放課後児童健全育成事業（国の制度　昭和５２年度から実施）
　目　　的　　児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業を実施するため，児童ク

ラブを設置し適切な遊びと生活の場を提供することで，昼間労働等によ
り保護者のいない小学校低学年児童等の健全な育成を図る。

　対象児童　　放課後児童（小学校１～３年の児童等）
　予　算　額　　平成２６年度　５５５，０１９千円
　
　児童クラブ設置状況（平成２６．４．１現在　９２クラブ）

 

－ １９９ －

平成２６．５．１現在
利用人員（人）

建物
（釈）

敷　　　地
（釈）設立年月日施　　　設　　　名

４９６０余裕教室昭和５３．１．２６草 牟 田 児 童 ク ラ ブ
５２７０１９９昭和５３．１０．２６紫 原 児 童 ク ラ ブ
５５６１余裕教室昭和５５．１．７明 和 児 童 ク ラ ブ
５０８９〃昭和５６．３．１武 岡 児 童 ク ラ ブ
５５６２〃昭和５６．４．１５清 水 児 童 ク ラ ブ
６５８６〃昭和５８．２．１２坂 元 児 童 ク ラ ブ
５５７０７１４昭和５８．２．１２東 谷 山 児 童 ク ラ ブ
５７６２６４９昭和５８．１０．１５吉 野 児 童 ク ラ ブ
５２５２１５９昭和５９．８．２０大 明 丘 児 童 ク ラ ブ
３７８２余裕教室昭和６０．９．２５伊 敷 児 童 ク ラ ブ
５５７０９６１昭和６１．１．２０西 陵 児 童 ク ラ ブ
５２７０学校敷地内昭和６１．１１．１５星 峯 西 児 童 ク ラ ブ
４３７０７２７昭和６２．９．１９谷 山 児 童 ク ラ ブ
５５６３学校敷地内昭和６２．１１．７西 谷 山 児 童 ク ラ ブ
４４５２５００昭和６３．９．１７吉 野 東 児 童 ク ラ ブ
４１５２２３７平成元．７．２５武 岡 台 児 童 ク ラ ブ
５５５４２８３平成元．１２．１６原 良 児 童 ク ラ ブ
４９５４２９５平成３．１２．２１星 峯 東 児 童 ク ラ ブ
５３５４２１５平成４．９．１川 上 児 童 ク ラ ブ
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－ ２００ －

平成２６．５．１現在
利用人員（人）

建物
（釈）

敷　　　地
（釈）設立年月日施　　　設　　　名

３８７０３００平成４．９．１西 田 児 童 ク ラ ブ
２７７０学校敷地内平成４．９．１桜 丘 東 児 童 ク ラ ブ
５９５４１９５平成４．１０．３宮 川 児 童 ク ラ ブ
４７５４２４２平成６．４．１錦 江 台 児 童 ク ラ ブ
６４５４１，１２０平成６．４．１中 山 児 童 ク ラ ブ
２２５４１６３平成６．４．１桜 丘 西 児 童 ク ラ ブ
５７５４２６１平成７．４．１皇 徳 寺 児 童 ク ラ ブ
４７５４２０７平成７．４．１花 野 児 童 ク ラ ブ
５５５４３００平成８．７．２２福 平 児 童 ク ラ ブ
３３５４２７５平成８．７．２２伊 敷 台 児 童 ク ラ ブ
５７７０３００平成８．７．２２西 紫 原 児 童 ク ラ ブ
３４７０学校敷地内平成９．４．１武 児 童 ク ラ ブ
５５５４学校敷地内平成９．４．１玉 江 児 童 ク ラ ブ
５５５４１９２平成９．７．２２和 田 児 童 ク ラ ブ
５２１０７余裕教室平成１０．７．２２中 郡 児 童 ク ラ ブ
６０８０余裕教室平成１１．６．１八 幡 児 童 ク ラ ブ
５５６４２８０平成１３．４．１広 木 児 童 ク ラ ブ
５７６４４７８平成１５．４．１宇 宿 児 童 ク ラ ブ
５４８１余裕教室平成１５．４．１荒 田 児 童 ク ラ ブ
７７９余裕教室平成１５．４．１東 桜 島 児 童 ク ラ ブ
４３１００谷山荘１Ｆ平成１６．４．１谷 山 円 明 庵 児 童 ク ラ ブ
５６６２余裕教室平成１６．４．１坂 元 台 児 童 ク ラ ブ
５２６３余裕教室平成１６．４．１大 龍 児 童 ク ラ ブ
５３８１余裕教室平成１６．４．１中 州 児 童 ク ラ ブ
１３７８保育園内平成９．４．１吉 田 児 童 ク ラ ブ
４１８１１３０平成９．４．１本 名 児 童 ク ラ ブ
４２８１保育園敷地内平成７．４．６牟 礼 岡 児 童 ク ラ ブ
７６３学校敷地内平成１３．１２．１桜 峰 児 童 ク ラ ブ
２４２６保育園敷地内平成１４．４．１瀬 々 串 児 童 ク ラ ブ
１７８７保育園内平成８．４．１中 名 児 童 ク ラ ブ
２６２３保育園敷地内平成１０．４．１前 之 浜 児 童 ク ラ ブ
６３１００８０７平成１０．４．１春 山 児 童 ク ラ ブ
５３８０３９６平成１４．４．１石 谷 児 童 ク ラ ブ
３４１３１保育園敷地内平成１１．４．１郡 山 児 童 ク ラ ブ
５５５３学校敷地内平成１７．４．１八 幡 第 二 児 童 ク ラ ブ
６６７０１，１２０平成１７．４．１中 山 第 二 児 童 ク ラ ブ
２６６５余裕教室平成１８．４．１桜 洲 児 童 ク ラ ブ
５２７０学校敷地内平成１８．４．１松 元 児 童 ク ラ ブ
２３４４学校敷地内平成１８．４．１南 方 児 童 ク ラ ブ
５７７０学校敷地内平成１９．４．１山 下 児 童 ク ラ ブ
４５７０４１０平成１９．４．１吉 野 東 第 二 児 童 ク ラ ブ
５３７０１９９平成１９．４．１紫 原 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５７０学校敷地内平成１９．４．１錦 江 台 第 二 児 童 ク ラ ブ
４８７０学校敷地内平成１９．４．１桜 丘 西 第 二 児 童 ク ラ ブ
５６７０４９８平成２０．４．１吉 野 第 二 児 童 ク ラ ブ
５０６１余裕教室平成２０．４．１武 岡 第 二 児 童 ク ラ ブ
２７７０学校敷地内平成２０．４．１西 伊 敷 児 童 ク ラ ブ
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簡　児童クラブ施設整備事業（昭和５２年度から実施）
　目　　的　　クラブ環境の改善を図るため児童クラブの施設を整備する
緩　放課後児童健全育成補助事業（市単独事業　平成１１年度から実施）
　目　　的　　放課後児童健全育成事業を実施する社会福祉法人等に運営費の一部補

助を行い，当該法人等の事業の促進を図ることにより，児童の健全な育
成を図る。

　補助対象者　放課後児童健全育成事業を実施する社会福祉法人及び学校法人等
　補助限度額　１施設当たり　２，１７１千円
　予　算　額　　平成２６年度　　２０，９１８千円
缶　錦江湾わくわく親子クルージング事業（平成１７年度から実施）
　目　　的　　未来を担う子どもたちに夢と希望を与えると共に，子育て中の家庭に

ゆとりを持ってもらい，子育てへの負担感の軽減や子育てに伴う喜びを
実感してもらうことを目的とする。

　内　　容　　子育て家庭の親と子どもが錦江湾に集い，「桜島フェリー」による２．５
時間程度のクルージングを行う中で，船上でのレクリエーションや食事

－ ２０１ －

平成２６．５．１現在
利用人員（人）

建物
（釈）

敷　　　地
（釈）設立年月日施　　　設　　　名

５８７０３００平成２０．４．１西 紫 原 第 二 児 童 ク ラ ブ
３４７０学校敷地内平成２１．４．１武 第 二 児 童 ク ラ ブ
４８７０１４６平成２１．４．１田 上 児 童 ク ラ ブ
５１７０９６１平成２１．４．１西 陵 第 二 児 童 ク ラ ブ
６０７０学校敷地内平成２１．４．１向 陽 児 童 ク ラ ブ
５７７０学校敷地内平成２１．４．１玉 江 第 二 児 童 ク ラ ブ
２８３０余裕教室平成２１．４．１小 山 田 児 童 ク ラ ブ
５６７０２８５平成２２．４．１東 谷 山 第 二 児 童 ク ラ ブ
２３７０学校敷地内平成２２．１０．１犬 迫 児 童 ク ラ ブ
６１７０学校敷地内平成２３．４．１鴨 池 児 童 ク ラ ブ
２７７０学校敷地内平成２３．４．１桜 丘 東 第 二 児 童 ク ラ ブ
４４６１余裕教室平成２３．４．１伊 敷 台 第 二 児 童 ク ラ ブ
３６７０７２７平成２３．４．１谷 山 第 三 児 童 ク ラ ブ
６９７０６０３平成２３．４．１中 山 第 三 児 童 ク ラ ブ
７７０コミュニティーセンター平成２３．４．１宮 児 童 ク ラ ブ
８１５６地域公民館平成２３．４．１錫 山 児 童 ク ラ ブ
１５８０民間施設２Ｆ平成２３．１０．１皆 与 志 児 童 ク ラ ブ
４２７０３００平成２４．４．１西 田 第 二 児 童 ク ラ ブ
３７７０学校敷地内平成２４．４．１喜 入 児 童 ク ラ ブ
１４６４吉田支所敷地内平成２４．４．１本 城 児 童 ク ラ ブ
３０３０保育園２Ｆ平成２５．４．１清 水 第 二 児 童 ク ラ ブ
４４７０学校敷地内平成２５．４．１田 上 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５６１余裕教室平成２５．４．１広 木 第 二 児 童 ク ラ ブ
５６７０学校敷地内平成２５．４．１星 峯 西 第 二 児 童 ク ラ ブ
３２５０民間施設平成２６．４．１吉 野 第 三 児 童 ク ラ ブ
３５７０５０６平成２６．４．１吉 野 東 第 三 児 童 ク ラ ブ

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）



等を楽しんでもらうとともに，子ども同士あるいは親同士の交流を図
る。

　　　　　　　また，子育てに関する相談に応じるとともに，子育て関連情報を提供
する。

　予　算　額　　平成２６年度　１，７２１千円
翰　遊びのリーダー養成事業（市単独事業　平成２年度から実施）
　目　　的　　自然環境を利用した野外活動やレクリエーション等を体験することに

より，遊びのリーダーを養成する。
　対　　象　　市内の小学生１６０人
　予　算　額　　平成２６年度　４５２千円
肝　ちびっこ広場管理・整備事業（市単独事業　昭和４２年度から実施）
　目　　的　　小学校低学年以下のこどもの身体面の発育及び精神面の発達を助長す

るとともに，路上の遊びを防止することを趣旨として，近所の空地等を
利用して，安全で楽しく，明るく過ごすことができるために設置する。

　施　　設　①　ブランコ　　②　滑台　　③　スプリング遊具　　④　ベンチ
　　　　　　⑤　必要と認める外柵　　⑥　市長が必要と認めるもの
　予　算　額　　平成２６年度　１４，０９２千円
　設置状況 （単位：カ所）

艦　親子つどいの広場整備事業（平成２３年度から実施）
　目　　的　　子育て中の親とその子どもが気軽につどい，相互に交流する場を提供

することにより，子育てに係る不安感等の緩和を図るとともに，地域の
子育て支援機能の充実を図ることを目的とする親子つどいの広場を整備
する。

　予　算　額　　平成２６年度　１３６，０６４千円
莞　子育て短期支援事業

　・短期入所生活援助（ショートステイ）事業（国の制度　平成６年度から実施）
　内　　容　　保護者の疾病，出産，看護，育児不安，育児疲れ，事故等により，家

庭での養育が一時的に困難となった児童及び一時的に保護を必要とする
母子を児童福祉施設で一時的に養育・保護する。

　期　　間　　原則として７日以内
 

－ ２０２ －

２５年度２４年度２３年度２２年度

００００設 置

０１２０廃 止

９７９７９８１００年度末広場数

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）



　費　　用 （平成２６．４．１現在）

　予　算　額　　平成２６年度　４，８７７千円
　・夜間養護等（トワイライト）事業（国の制度　平成１６年度から実施）
　内　　容　　保護者が仕事の都合等により，平日の夜間や休日に不在となり家庭に

おいて児童に対する生活指導や家事の面等で困難が生じている場合に，
その児童を児童福祉施設で保護し，生活指導や食事の提供等を行う。

　利用時間　①　夜間養護事業　　夕方～午後１０時まで（基本分）
　　　　　　　（宿泊を伴った場合の午後１０時以降翌朝までは宿泊分）
　　　　　　②　休日預かり事業　朝～夕方（おおむね午後６時）
　費　　用 （平成２６．４．１現在）

　予　算　額　　平成２６年度　１４７千円

－ ２０３ －

費　用　負　担１日当たり
の　費　用区　　　　　　　　　分 市負担分保護者負担分

１０，７００円０円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童
生 活 保 護 世 帯 ５，５００円０円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童

１，５００円０円１，５００円緊急一時保護の母親
１０，７００円０円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童

母子・父子家庭
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

５，５００円０円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童
１，５００円０円１，５００円緊急一時保護の母親
９，６００円１，１００円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童

母子・父子家庭以外 ４，５００円１，０００円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童
１，２００円３００円１，５００円緊急一時保護の母親
９，６００円１，１００円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童

母 子 ・ 父 子
養 育 者 家 庭

そ
の
他
の
世
帯

４，５００円１，０００円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童
１，２００円３００円１，５００円緊急一時保護の母親
５，３５０円５，３５０円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童

母 子 ・ 父 子
養育者家庭以外 ２，７５０円２，７５０円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童

７５０円７５０円１，５００円緊急一時保護の母親

費　用　負　担（円）１日当たり
の　費　用
（円）

区　　　　　　　　　分 市負担分保護者負担分

１，５０００１，５００基本分夜間養護事業生 活 保 護 世 帯 １，５０００１，５００宿泊分
２，７０００２，７００休 日 預 か り 事 業
１，５０００１，５００基本分夜間養護事業母子・父子家庭

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

１，５０００１，５００宿泊分
２，７０００２，７００休 日 預 か り 事 業
１，２００３００１，５００基本分夜間養護事業母 子 ・ 父 子

家 庭 以 外 １，２００３００１，５００宿泊分
２，３５０３５０２，７００休 日 預 か り 事 業
１，２００３００１，５００基本分夜間養護事業母 子 ・ 父 子

養 育 者 家 庭
そ
の
他
の
世
帯

１，２００３００１，５００宿泊分
２，３５０３５０２，７００休 日 預 か り 事 業
７５０７５０１，５００基本分夜間養護事業母 子 ・ 父 子

養育者家庭以外 ７５０７５０１，５００宿泊分
１，３５０１，３５０２，７００休 日 預 か り 事 業
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観　にこにこ子育て応援隊支援事業（平成１９年度から実施）
　目　　的　　本市全体で子育てを応援する気運を高め，市と市民，市民活動団体，

事業者等が協働し，安心して子どもを生み育てる環境づくりを進めるこ
とを目的とする。

　概　　要　　様々な分野・地域で子育てを応援する市民活動団体や事業者等に「に
こにこ子育て応援隊」に加入していただき，地域における子育て支援を
推進するとともにそれらの活動の促進を図る。

にこにこ子育て応援隊の種類
　①　地域みんなで応援隊
　　　地域で子育てに対する不安感等を緩和する活動を行う市民活動団体等
　②　職場のパパママ応援隊
　　　従業員が子育てしやすいように職場環境を整える事業者
　③　お出かけラク！トク！応援隊（県子育て支援パスポート事業協賛店舗等）
　　　買物時の割引など，子育て家庭に配慮する店舗や施設等
子育て支援パスポートの交付
　お出かけラク！トク！応援隊が提供するサービスを受けるために必要な子育て支援
パスポートを交付する。
　対　　象　　満１８歳未満の子どもがいる世帯及び妊娠している方がいる世帯
　予　算　額　　平成２６年度　２，４５０千円
諌　子育てサポーター養成事業（平成１９年度から実施）
　目　　的　　地域における子育て力を向上させ，より子育てしやすい環境の整備を

図るため，市民の方々が，自らの経験等を活かして様々な子育て支援を
行う「子育てサポーター」を養成する。

　事業内容　　「子育てサポーター養成講座」の開催
　　　　　　　全１０回講座（公開講座１回，机上講座７回，施設実習２回）
　募集人員　　５０人
　受　講　料　　無料
　予　算　額　　平成２６年度　１，３２７千円
貫　子育て支援ネットワーク構築事業

　目　　的　　すこやか子育て交流館を核とした子育て支援施設や子育て団体，関係
機関とのネットワークを構築し，多様な情報発信と，さまざまな主体に
よる子育て支援の仕組みを整えることにより，多面的な子育て支援を推
進する。

　事業内容　①　子育て支援ネットワーク会議の運営
　　　　　　②　子育て応援ポータルサイト（夢すくすくねっと）の運用
　予　算　額　　平成２６年度　１，４３１千円

－ ２０４ －
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還　母親クラブ育成・支援事業（平成１３年度から実施）
　目　　的　　それぞれの地域において，児童の健全育成に関心のある母親等で構成

し，子育て等に関して地域レベルでの交流の活性化を図ることを目的と
する母親クラブの組織化を行い，その活動を支援する。

　予　算　額　　平成２６年度　３，７８０千円
鑑　福祉サービスに関する苦情解決第三者委員設置事業（平成１３年度から実施）
　目　　的　　鹿児島市が設置運営する社会福祉施設（保育所，いしき園，喜入園）の

利用者からの苦情を解決するにあたり，社会性や客観性を確保し，入所
者の立場や特性に配慮した適切な対応並びに苦情の円滑，円満な解決を
図るため，第三者委員（３人）を設置する。

　予　算　額　　平成２６年度　６３千円
間　私立幼稚園等の運営に対する助成事業（平成２６年度予算　１７１，７５７千円）
　私立幼稚園等の円滑な運営を図り，適正な就学前教育を推進するため，私立幼稚園
及び私立幼稚園協会の運営費，教職員の研修費，絵本に親しむ活動費，読み聞かせ奨
励費，幼児教育相談助成費，保健衛生充実事業費等の助成を行う。
閑　私立幼稚園施設・設備整備等助成事業（平成２６年度予算　３８，８１３千円）
　私立幼稚園の環境整備を図り就学前教育をより一層充実するため，園舎の新・増・
改築，屋外教育環境の整備，大型遊具・大型備品を設置しようとする園に経費の一部
を補助する。
関　私立幼稚園障害児教育補助事業（平成２６年度予算　４，３１２千円）
　障害児に対し，就園の機会拡充や，障害の種類程度に応じた教育を図るため障害児
が在園する私立幼稚園で県の補助対象になっていない園に補助する。
　園児１人に対し　３９２，０００円
陥　幼稚園就園奨励費補助事業（平成２６年度予算　１，０９７，６１３千円）
　父母の経済的負担を軽減し，幼児教育の一層の普及充実を図るため，私立幼稚園
（３，４，５歳児）に就園させている世帯の所得状況に応じて幼稚園が保育料等を減
免した場合，設置者に補助する。
　本事業では，市民税の課税額により，次の段階に分けて補助する。（市民税所得割
課税額は，住宅借入金等特別税額控除適用前）

－ ２０５ －

補　助　限　度　額　（円）

区　　　　　分 小学１～３年生の兄・姉を有する園児同時就園分
第１子

新第３子新第２子第３子第２子

３０８，０００３０８，０００３０８，０００３０８，０００３０８，０００生活保護を受けている世帯Ａ

３０８，０００２５３，０００３０８，０００２５３，０００１９９，２００平成２６年度の市民税が非課税の世帯
平成２６年度市民税所得割が非課税の世帯Ｂ

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）



　※ここにあげる第１子，２子，３子とは，同一世帯から同時に就園している園児が
いる場合の１人目，２人目，３人目（３人目以降）を指す。新第２子，新第３子
とは同一世帯に小学校１～３年生の兄・姉がいる場合の２人目，３人目（３人目
以降）を指す。

韓　多子世帯保育料等軽減事業（平成２６年度予算　１０，９５６千円）
　私立幼稚園に第３子以降の子どもを就園させている多子世帯（１８歳未満の子を３人
以上扶養している世帯）の経済的負担を軽減するため，保育料等から私立幼稚園就園
奨励費により減免された部分を除く保護者負担分について一定の割合で幼稚園が減免
した場合，設置者に補助する。
○　対象となる園児は以下の項目のいずれにも該当する者
　・私立幼稚園に就園し，私立幼稚園就園奨励費の受給対象となっている子
　・多子世帯の１８歳未満の児童のうち，年長者から３人目以降に該当する子
　・前年分の所得税額が４０，０００円未満の世帯に属する子
館　家庭児童相談員設置事業（昭和４５年度から実施）
　目　　的　　家庭における適正な児童養育，その他家庭児童の福祉向上を図るため

の相談・助言・指導を行う。
　相　談　員　　３人
　予　算　額　　平成２６年度　７，４７６千円
舘　児童虐待対策事業（平成１３年度から実施）
　目　　的　　児童虐待の早期発見や防止等を推進する。
　事業内容　　要保護児童対策地域協議会を運営し，関係機関が情報を共有しながら，

適切な連携のもとで児童虐待に対応するほか，防止のための啓発活動を
行う。

　　　　　　　①　代表者会議の開催
　　　　　　　　・年１回以上開催予定
　　　　　　　　・各機関の代表者が問題意識の共有や地域協議会の全体的な事項を

協議する。

－ ２０６ －

補　助　限　度　額　（円）
区　　　　　分 小学１～３年生の兄・姉を有する園児同時就園分

第１子
新第３子新第２子第３子第２子

３０８，０００２１１，０００３０８，０００２１１，０００１１５，２００平成２６年度市民税の所得割課税額が
Ｃ区分基準額以下の世帯Ｃ

３０８，０００１８５，０００３０８，０００１８５，０００６２，２００平成２６年度市民税の所得割課税額が
Ｄ区分基準額以下の世帯Ｄ

３０８，０００１５４，０００３０８，０００１５４，０００３１，０００平成２６年度市民税の所得割課税額が
Ｅ区分基準額以下の世帯Ｅ

３０８，０００１５４，０００３０８，０００１５４，０００１５，５００平成２６年度市民税の所得割課税額が
Ｆ区分基準額以下の世帯Ｆ

３０８，０００１５４，０００３０８，０００１５４，０００－上記区分以外の世帯Ｇ
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　　　　　　　②　子ども相談連絡部会の運営
　　　　　　　③　児童虐待等の通告への対応
　　　　　　　　・実務者会議の開催
　　　　　　　　・個別ケース検討会議の開催
　　　　　　　④　児童虐待防止のための啓発活動
　　　　　　　　・該当キャンペーンの実施
　　　　　　　　・啓発ポスター，チラシの作成等
　予　算　額　　平成２６年度　１，６８６千円
丸　愛の福祉基金（市単独事業　昭和５６年度から実施）
　篤志家からの寄附金を基金に積み立て，その運用利息等を市民福祉の増進のために
役立てる。
　基金総額　　２６５，０５３，６１９円（平成２６年３月末現在）
　事業内容　　母子・父子家庭等の児童が中学校に入学したときに図書カードを贈呈

する。
　児　童　数　　約７５０人
　贈　呈　額　　１人当たり１万円分の図書カード
　予　算　額　　平成２６年度　９，０９９千円
含　婦人相談員設置事業（国の制度　昭和３３年１月から実施）
　女性の身上や生活の相談，助言を行うとともに，夫等からの暴力に関する相談対応
等を行い女性保護を図る。
　相　談　員　　３人
　予　算　額　　平成２６年度　８，１１７千円
岸　母子自立支援員設置事業（平成２０年度から国補助事業　昭和６２年度から実施）
　目　　的　　母子家庭等の相談に応じ，その自立に必要な情報提供や助言，職業能

力の向上及び求職活動に関する支援を行い，生活の安定，児童の福祉の
増進を図る。また，児童扶養手当受給者に対し，個々のニーズに対応した
母子自立支援プログラムを策定し，きめ細やかで継続的な自立・就労支
援を促進する。

　対　象　者　　母子家庭，寡婦等
　相　談　員　　６人
　予　算　額　　平成２６年度　１４，３６１千円
巌　母子・父子家庭等生活支援事業（国の制度　平成８年度から実施）
　目　　的　　母子・父子家庭等が生活の中で直面する諸問題の解決や精神的安定を

図り，地域での生活を支援する。
　事業内容　・一時的に日常生活を営むのに支障が生じている場合に，家庭生活支援

員を派遣し，必要な介護，保育等を行う。

－ ２０７ －
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　　　　　・育児や健康管理などについての生活支援講習会を開催する。
　　　　　・緊急・一時的に必要な小口資金の貸付を行う。（委託）
　委　託　先　　市母子寡婦福祉会
　予　算　額　　平成２６年度　２，４８５千円
玩　母子家庭等自立支援事業（国の制度　就業支援講習会　平成８年度から実施，

自立支援給付金事業　平成１６年度から実施）
　目　　的　　就業支援講習会の実施や自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進

給付金等を支給することにより，母子家庭等の就労活動を支援し，自立
の促進を図る。

　事業内容　　就業に結びつく可能性の高い技能，資格を取得するため就業支援講習
会を実施する。また，母子家庭の母等が自主的に行う職業能力の開発を
推進するため，本市が指定した職業能力の開発のための講座を受講した
者に対して教育訓練修了後「自立支援教育訓練給付金」を支給する。ま
た，母子家庭の母等の就職の際に有利であり，かつ生活の安定に資する
資格の取得を促進するため，当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち
一定期間について「高等職業訓練促進給付金」を，養成訓練修了後に
「入学支援修了一時金」を支給する。

　予　算　額　　平成２６年度　７０，６８８千円
癌　母子（寡婦）福祉資金の貸付（母子及び寡婦福祉法による貸付制度）
　目　　的　　母子家庭等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り，その福祉増

進を図る（母子福祉資金，寡婦福祉資金）。
　貸付金の種類　　修学資金，就学支度資金，修業資金，就職支度資金，技能習得資

金，生活資金，住宅資金，事業開始資金，事業継続資金，転宅資金，結
婚資金，医療介護資金

　予　算　額　　平成２６年度　母子寡婦福祉資金貸付事業　１９７，７００千円
眼　育児支援家庭訪問事業（国の制度　平成１７年度から実施）
　目　　的　　児童の養育について支援が必要でありながら，積極的に自ら支援を求

めていくことが困難な状況にある家庭に対し過重な負担がかかる前の段
階において，訪問による支援を実施することにより，当該家庭において
安定した児童の養育を図る。

　予　算　額　　平成２６年度　６，０７８千円
岩　児童扶養手当（国の制度　昭和３７年１月から実施）
　目　　的　　離婚等により父又は母がいないひとり親家庭の生活の安定と自立の促

進を図ることにより，当該児童の福祉の増進を図る。
　手　当　額　　全部支給　児童１人の場合　月額　４１，０２０円
　　　　　　　一部支給　児童１人の場合　月額　４１，０１０円から９，６８０円まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０円きざみの額

－ ２０８ －
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　　　　　　　２人目は５，０００円　３人目からは１人増すごとに３，０００円を加算
　実　　績

　※　平成２２年８月から父子家庭も支給対象（平成２２年度新規受付増の原因）
　予　算　額　　平成２６年度　３，３７１，３０７千円
翫　市民福祉手当（遺児等修学手当）（市単独事業　昭和４５年度から実施）
　目　　的　　遺児等を養育している者に市民福祉手当を支給することにより，当該

児童の福祉の増進を図る。
　　　　　　　遺児等（対象者６，２４８人）（平成２６年度予算人員）
　　　　　　　４月１日現在で１年以上本市に住所を有し，父母の一方若しくは両方が

いない児童又はこれに準ずる状態にあると市長が特に認める児童で義務教
育中の者〔父又は母がその児童の養育にあたることができる者と婚姻関係
（事実上の婚姻を含む）にあり，かつ同一世帯に属する児童は除く〕

　　　　　　　平成２５年度から所得制限（児童手当と同額）を設け，制限額以上の者
は手当を半額とする。

　支　給　額　　１人につき　年額２４，０００円
　予　算　額　　平成２６年度　１５１，２１１千円
贋　児童手当（国の制度　昭和４７年１月から実施，平成２４年４月制度改正）
　目　　的　　中学校修了前までの児童を養育している者に児童手当を支給すること

により，家庭等における生活の安定に寄与するとともに，次代の社会を
担う児童の健やかな成長に資する。

　対　象　者　　中学校修了前（１５歳到達後最初の３月３１日まで）の児童を養育してい
る者

　手　当　額　　児童１人につき
　　　　　　３歳未満の児童 月額１５，０００円
　　　　　　３歳以上小学校修了前の児童（第１子・第２子） 月額１０，０００円
　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　（第３子以降） 月額１５，０００円
　　　　　　中学生 月額１０，０００円
　　　　　　所得制限限度額以上の場合 月額　５，０００円
　実　　績

－ ２０９ －

平成２５平成２４年　度
区　分

４６，５９４４６，９１９受 給 者 数 （ 人 ）

９２８，０８８７６７，６６４延 児 童 数 （ 人 ）

平成２５平成２４平成２３平成２２平成２１年　度
区　分

８７４９３５９４５１，２７４９１１新規受付件数（件）

７，２８５７，３４４７，２３６７，０８０６，５４８受 給 権 者 数（人）
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　※平成２４年度の延児童数は，４月～１月の１０カ月分の支給実績
　予　算　額　　平成２６年度　１０，３２７，２８０千円
雁　こども医療費助成制度（昭和４８年７月から実施・昭和４８年１０月から県補助事業）
　目　　的　　こどもの健康と健やかな育成を図るため，医療費の一部を助成する。
　対　象　者　　小学６年生までのこども（※１２歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者）
　助成内容　①　３歳未満児　保険診療による一部負担金の額を助成
　　　　　　②　３歳～小学６年生まで　保険診療による一部負担金の額から，１カ

月２，０００円を控除した額を助成。ただし市町村民税非課税世帯につい
ては，保険診療による一部負担金の額を助成

　　　　　　※　付加給付及び法令により国又は地方公共団体から医療の給付が行わ
れた場合は，助成額から給付金等を控除した額を助成する。

　予　算　額　　平成２６年度　１，３４１，５１３千円
頑　母子・父子家庭等医療費助成制度

（昭和５６年１０月から実施・平成７年８月から県補助事業）
　目　　的　　母子・父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため，医療費の一

部を助成する。
　対　象　者　①　現に児童を扶養している母子家庭の母
　　　　　　②　現に児童を扶養している父子家庭の父
　　　　　　③　母子家庭の母又は父子家庭の父に現に扶養されている児童
　　　　　　④　父母のいない児童
　　　　　　※　児童とは１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者，又

は２０歳未満で障害者手帳の３級に該当する程度の障害の状態にある者
をいう。

　　　　　　　　所得の制限額を超える者及び医療扶助，他の法令，条例による医療
費の助成を受けている者を除く。

　助成内容　　保険診療による一部負担金の額を助成する。ただし，付加給付及び法
令により国又は地方公共団体から医療の給付が行われた場合は，助成額
から給付金等を控除した額を助成する。

　予　算　額　　平成２６年度　３３９，０１８千円
 

－ ２１０ －
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７　生活保護
敢　保護状況（平成２６年度予算額　扶助費　２６，２９４，１０３千円）

柑　生活保護の推移（指数については，平成２１年度を１００とする）

 

－ ２１１ －

前年度
対　比
（人員）

平成２５年度（月平均）平成２４年度（月平均）
区　　　　分

扶 助 額人　員世帯数扶 助 額人　員世帯数
％

１００．０
千円

６８４，７３６
人

１４，４７４
世帯

１０，３７６
千円

６９８，８１４
人

１４，４６８
世帯

１０，２５０生 活 扶 助

１０１．３２８７，４９６１３，１９９９，６１９２８１，３６９１３，０３６９，４０３住 宅 扶 助

９７．３１５，３３８１，１７１７８５１３，５５６１，２０３８１３教 育 扶 助

１０５．６３６，４１１１，９３７１，８７４３５，３２９１，８３４１，７７１介 護 扶 助

１０１．０１，１２６，７７８１５，０４１１１，０４０１，１０３，７５４１４，８９７１０，８４２医 療 扶 助

９５．５１０，６９７４６７４０７１０，６９１４８９４２７出産・生業・葬祭扶助

１００．７２，１６１，４５６１５，６１９１１，３４６２，１４３，５１２１５，５１８１１，１７０扶 助 実 数

増　　　減平成２５年度平成２４年度区　　　　分
２５５円１３８，３８６円１３８，１３１円１人当たり扶助額（月額）

△１，３９５円１９０，５０４円１９１，８９９円１世帯当たり扶助額（月額）
０．２昆２５．９昆２５．７昆月 平 均 保 護 率
０．２昆１７．０昆１６．８昆全 国 平 均 保 護 率

１７６世帯１１，３４６世帯１１，１７０世帯月 平 均 世 帯 数
１０１人１５，６１９人１５，５１８人月 平 均 人 員
△７件９６件１０３件開 始処

理
件
数

月
　平
　均

５件８４件７９件廃 止
１件３件２件却 下

平成２５平成２４平成２３平成２２平成２１年　度
区　分

１１，３４６１１，１７０１０，７５７１０，１０３９，２７５世帯世 帯

保護実数
（月平均）

１２２．３１２０．４１１６．０１０８．９１００．０指 数
１５，６１９１５，５１８１５，０４０１４，２２２１３，０７５人人 員
１１９．５１１８．７１１５．０１０８．８１００．０指 数

２５，９３７，４７３２５，７２２，１４３２５，０６５，９４４２３，８５２，６５３２２，２０６，５８５千円金 額保 護 費
（年　額） １１６．８１１５．８１１２．９１０７．４１００．０指 数

１９０，５０４１９１，８９９１９４，１８３１９６，７４６１９９，５２０円月 額一 世 帯
当 た り
扶 助 額
（ 月 額 ） ９５．５９６．２９７．３９８．６１００．０指 数

２５．９２５．７２４．９２３．５２１．７‰本 市
保 護 率
（千分比） １９．５１９．３１８．８１８．０１６．８‰本 県

１７．０１６．８１６．２１５．３１３．８‰全 国
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（
７
生
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）



桓　保護施設（生活保護法による施設）

（いしき園）この救護施設は生活保護法に基づく施設で県下唯一の施設である。
　入所対象者：身体障害者，知的障害者，精神病寛解者等で日常生活が困難なため，

要保護者として実施機関より措置（委託）された者
棺　夏季・年末対策（市単独事業）
　支給目的　　自立更生意欲の助長を目的として，生活困窮世帯に対して見舞金を支

給するものである。なお，夏季は昭和３６年８月から，年末は昭和３６年１２
月から実施している。

　対象及び実績（平成２５年度）
　　　　　　支　給　額　５６，４６１千円　　夏季　５２，８４７千円　　年末　３，６１４千円
　夏季・生活保護受給世帯等分（１世帯当たり　４，７００円）
　　　　　　支給世帯　１１，２４４世帯
　　　　　　支　給　額　５２，８４７千円
　年末・準要保護世帯分（１人当たり　４，７００円）
　　　　　　支給人員　７６９人
　　　　　　支　給　額　３，６１４千円

８　保健衛生
　　　鹿児島市保健所　　　　鴨池二丁目２５番１－１１号
　　　北部保健センター　　　吉野町３２７５番地３
　　　東部保健センター　　　山下町１０番５号
　　　西部保健センター　　　永吉二丁目２１番６号
　　　中央保健センター　　　鴨池二丁目２５番１－１１号
　　　南部保健センター　　　西谷山一丁目３番２号
　　　吉田地区保健センター　本城町１６８７番地２
　　　桜島地区保健センター　桜島藤野町１４５６番地１
　　　松元地区保健センター　上谷口町２８８３番地
　　　郡山地区保健センター　郡山町１４１番地
　　　喜入地区保健センター　喜入町６１００番地
　　　食肉衛生検査所　　　　下福元町７８５２番地
　　　保健環境試験所　　　　鴨池二丁目２２番１８号
　　　動物管理事務所　　　　田上町３９１０番地

－ ２１２ －

職 員平成２６年度
予 算 額

入所状況（平成２５年度中）施　　　　　設区分

施設名
月 平 均
入所者数定 員建 物敷 地設 置

１６（５）　人
（再任用）

千円
１７０，４０７

人
４４．２

人
６０

釈
１，６３９

釈
２６，１８５

市立いしき
園の項参照救護施設
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敢　生活衛生

　①　業務内容

　　ア　広報・教育・調査
　　　　保健所行事広報，衛生教育，人口動態調査その他保健衛生に関する調査
　　イ　監視・指導・取締
　　　　医事，薬事，毒物劇物，環境衛生，食品衛生，家庭用品衛生，温泉，化製場

等
　　ウ　許認可免許手続
　　　　営業関係許認可，診療所等の開設許可，医療従事者等の免許手続
　　エ　犬・猫関係
　　　　犬の登録，狂犬病予防注射，飼い方の指導，放し飼い犬等の捕獲，猫の引取

り
　②　活動状況

　　ア　食品衛生
　　　　食品衛生営業許可事務取扱件数 （平成２５年度）

　　　　監視指導延件数　６，４９７件
　　イ　環境衛生
　　　　環境衛生営業許可事務取扱件数 （平成２５年度）

　
　　　　監視指導延件数　９３２件 （※泉源数）　　　　
 

－ ２１３ －

計その他菓 子
製 造

乳 類
販 売

氷 雪
販 売

魚介類
販 売

食 肉
販 売喫茶店飲食店区 分

２，９３１１２９１７５２０２１２１３１９８１８０１，８３３申 請
２，９２０１２４１７４２０２１２１２１９７１８４１，８２６許 可
１１，３２５６０４５４１９５０１１７２３７５８７８１６，９５７現 在 数

計
温　　　泉登

録
業

建
築
物

建
築
物

特

定

ニ
ン
グ
所

ク
リ
ー

美
容
所

理
容
所

公
衆
浴
場

興
行
場

仮

設

興
行
場

旅

館
区 分 利用

許可
動力
装置掘削

１５５７１１２６４１２７８１６３１０６申請又は届出
１５０７１１２６４１２７３１７３００６許可又は確認
４，２１２２０６２４２※２７３１８３１８６８８２１，２５６６３０１４９０１８１８７現 在 数

福
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・
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健
（
８
保
健
衛
生
）



　　ウ　統計届出
　　　　人口動態取扱件数 （平成２５年度）

　　エ　犬の登録頭数ほか （平成２５年度）

　　オ　動物取扱業登録数及び特定動物飼養保管許可数 （平成２５年度）

　　カ　化製場等施設数 （平成２５年度）

　　キ　食鳥処理場施設数 （平成２５年度）

　③　医療関係

　　ア　医師，歯科医師及び薬剤師数（平成２４．１２．３１現在）
　　　　医師　　２，３３２人　　人口１０万人当たり３８４．２人
　　　　歯科医師　７０７人　　　　　　〃　　　１１６．５人
　　　　薬剤師　１，３９４人　　　　　　〃　　　２２９．７人
　　　　（資料　厚生労働省大臣官房統計情報部「平成２４年医師・歯科医師・薬剤師調査」）
　　イ　病床数（平成２６．４．１現在）
　　　　１５，１０９床（助産所を除く）
　　　　人口１０万人当たり　２，４９４床
　　　　（※基準人口は平成２６．４．１現在の「推計人口」６０５，６９５人を用いた）

－ ２１４ －
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離　　　　婚婚　　　　姻死　　　　産死　　　　亡出　　　　生
１，２１８３，７４３２４４５，９９０５，８８５

引
取
頭
数

猫
　
　
の

措
置
命
令

咬
傷
届
数

返
還
頭
数

畜
犬
証
明

引
取
頭
数

犬
　
　
の

捕
獲
頭
数

放
飼
犬
等
の

予
防
注
射

狂
犬
病

犬
の
登
録

区分

７４５０１５１５４５８６２４１２０，１５０１，５９６件数

特定動物
飼養保管
許　可　数

動　物　取　扱　業　登　録　数
区分 そ

の
他

展
示

訓
練

貸
出
し

保
管

販
売

４４１１０１３２９２８６件数

飼 養 許 可 畜 舎（指定区域内）準用
施設

死　亡
獣　畜
取扱場

化製場施設別
区分 合計めん羊山羊犬あひる鶏豚馬牛

２２１１７１３２４３２１６現在施設数
３２２２８２６３５４３１２監視指導数

認 定 小 規 模大 規 模施設別
区　分

１１
３３

２
４

現 在 施 設 数
監 視 指 導 数



　　ウ　市内医療施設（平成２６．４．１現在）

　　エ　市内医療関連施設

　　オ　地域救急医療
　　　契　初期救急医療（一般的な疾病・けがに対応）
　　　　　休日在宅当番医制・全夜間輪番在宅医制・夜間急病センター・歯科救急診

療（県口腔保健センター・夜間歯科在宅当番医制）・夜間救急薬局・かかり
つけの病院・診療所

　　　　ａ　休日在宅当番医制（昭和４２年３月から実施）
　　　　　祇　日曜・祝日・８/１４，８/１５・１２/３１～１/３の午前９時～午後６時
　　　　　義　９診療科目を当番医制で配置
　　　　ｂ　鹿児島市夜間急病センター（平成１８年４月１日供用開始）
　　　　　設置場所　鹿児島市保健・急病センター１階
　　　　　祇　毎日　午後７時～翌朝７時（日曜・祝日・８/１４，８/１５・１２/２９～１/３は

午後６時～翌朝７時）
　　　　　　　※眼科，耳鼻いんこう科は午後１１時まで

－ ２１５ －

計個人医療
法人等

左記を除
く公的医
療施設

市県国
経営主体

区分
９９３９０３１２病 院 数

病
　
　
　
　
院

６，４４７６０４，３８０３３４６４１１，０３２床一 般

病
　
床
　
数

３，１２３６３３，０２０４０床療 養
９３４０４０１３床結 核

３，３３５３，２９５４０床精 神
６６床感 染 症

１３，００４１２３１０，７３５３７４６８７１，０８５床計
４０５１３９２４５６８３４無床診療所数

一
般
診
療
所

１３６２１１１５診療所数
有
　
　
床

１，８３４２３８１，５９６床一 般
２７１３５２３６床療 養
２，１０５２７３１，８３２床計
３７４２８６８８無床診療所数歯

科
診
療
所

診療所数有
床 床病 床 数

６０５９１無床助産所数助
産
所

３２１助産所数有
床 １３４９床入 所 数

福
祉
・
保
健
（
８
保
健
衛
生
）

歯科技工所施術所衛生検査所店舗販売業薬　局
１４８８３６１１１２９３２５施　設　数



　　　　　義　診療科目　内科・小児科・外科・眼科・耳鼻いんこう科・産婦人科
　　　　　　　※眼科，耳鼻いんこう科，産婦人科はオンコール制
　　　　ｃ　歯科救急診療（休日：昭和５４年３月から　夜間：平成４年４月から実施）
　　　　　○休日昼間　診療場所　県歯科医師会口腔保健センター
　　　　　祇　日曜・祝日・８/１４，８/１５・１２/２９～１/３の午前９時～午後４時
　　　　　○夜間歯科在宅当番医制
　　　　　祇　毎夜間の午後６時～午後１１時
　　　　　義　１歯科診療所を当番医制で配置（５/３～５/５・８/１３～８/１５・１２/２９～１/３は

２歯科診療所）
　　　　ｄ　鹿児島市薬剤師会夜間救急薬局（平成５年７月から実施）
　　　　　設置場所　鹿児島市保健・急病センター１階
　　　　　祇　毎日　午後７時～翌朝７時（日曜・祝日・８/１４，８/１５・１２/２９～１/３は

午後６時～翌朝７時）
　　　形　第二次救急医療（初期救急医療機関から要請を受けて，特に入院加療を要

する重症患者に対応）
　　　　ａ　共同利用型病院「鹿児島市医師会病院」（昭和５９年６月から実施）
　　　　　祇　毎日　２４時間体制
　　　　　義　診療科目　内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・

外科・消化器外科・呼吸器外科・婦人科・放射線科・麻酔科・泌尿器
科・ペインクリニック内科・救急科・病理診断科・リハビリテーション
科・緩和ケア内科（計１７科目）

　　　径　第三次救急医療（第二次救急医療機関から要請を受けて，特に頭部外傷・
脳卒中・未熟児・心筋梗塞等の直ちに救命処置を要する重篤患者に対応）

　　　　ａ　鹿児島大学病院救命救急センター
　　　　　祇　毎日　２４時間体制
　　　　ｂ　鹿児島市立病院救命救急センター・総合周産期母子医療センター・脳卒
　　　　　中センター
　　　　　祇　毎日　２４時間体制
柑　保健予防

　①　業務内容

　　　相談・健診・教室・訪問指導・給付事業等
　　ア　母と子の健康
　　　　母子健康手帳交付と妊産婦健康相談，乳幼児予約制・１歳６か月児・３歳児

健康診査，医療機関委託による妊婦・乳幼児健康診査，出産と育児についての
健康教室（母親・父親になるための準備教室，育児教室），新生児・妊産婦・
乳幼児の訪問指導，こんにちは赤ちゃん事業，育児支援（育児相談，ママの
ほっとスペース事業等），子どもの発育発達を支援する子どもすこやか安心
ねっと（乳幼児相談窓口，すくすく親子教室，わくわく親子教室，総合発達相

－ ２１６ －
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談，学習会等），産後ケア，公費負担による医療費の助成（妊娠高血圧症候群
や糖尿病などの妊産婦・未熟児・身体に障害を有する児・小児慢性特定疾患
児・特定不妊治療を受けた夫婦の医療費）

　　イ　歯の健康
　　　　医療機関委託による幼児の歯科健診・フッ素塗布（乳幼児歯の健康づくり事

業），歯周疾患検診，成人歯科教室，寝たきり者等訪問歯科指導，歯科衛生の
普及

　　ウ　成人と高齢者の健康
　　　　健康相談，特定保健指導，栄養相談，訪問指導，健康手帳の交付，お達者ク

ラブ，元気いきいき検診（がん検診，腹部超音波検診，骨粗鬆症検診，一般健
診，肝炎ウイルス検診），運動普及推進員・健康づくり推進員の支援，健康づ
くり教室・講座（生活習慣病予防の健康教室，糖尿病予防講演会，薬の健康教
室，ストレッチ教室，こころの健康教室），転倒骨折予防教室

　　エ　健康づくりイベント
　　　　北部ふれあい健康まつり，東部健康づくり交流会，西部かがやき健康祭，中

央ふれあい健康展，谷山健康まつり，市民健康まつり，潮風ニュータウン
ウォーキング，城山すそ野ウォーキング，慈眼寺ふるさとウォーキング，甲突
河畔ウォーキング，花と緑の吉野公園ウォーキング

　　オ　疾病の感染予防
　　　　結核の感染予防対策（胸部レントゲン検診，結核・一般健康相談，結核医療

給付，家庭訪問による療養と感染防止指導等），予防接種（ポリオ，風しん，
麻しん，日本脳炎，ジフテリア，百日咳，破傷風，ＢＣＧ（結核），インフル
エンザ菌ｂ型（ヒブ），小児用肺炎球菌，子宮頸がん，高齢者等のインフルエ
ンザ，高齢者用肺炎球菌），感染症発生時対策及び発生動向調査，性感染症，
ＨＴＬＶ－１，ＨＩＶ，肝炎ウイルス，風しんなど特定感染症の予防対策

　　カ　食生活と栄養
　　　　食生活に関する相談，食に関する健康教室，食生活改善推進員の養成・活動

支援，食育教室，給食施設指導，国民健康・栄養調査，特別用途表示の許可申
請受付，栄養表示に関する相談

　　キ　心の健康
　　　　精神保健福祉相談・訪問，自立支援医療（精神通院）受給認定申請受付等，

精神障害者保健福祉手帳の申請受付等，精神保健デイ・ケア，障害福祉サービ
スの支給決定（居宅介護，短期入所，就労移行・継続支援，共同生活援助
等），地域生活支援事業，精神障害者相談事業，家族のための教室，ふれあい
交流事業，精神保健に関する講演会等，自殺対策事業

　　ク　難病対策
　　　　医療講演会，難病に関する相談，特定疾患治療研究事業の申請受付，骨髄バ

ンク登録推進

－ ２１７ －
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　　ケ　医療福祉相談
　②　活動状況

　　ア　予防接種（定期接種） （平成２５年度）（単位：人，件）

※H２５から定期接種
　　イ　予防接種（任意接種） （平成２５年度）（単位：件）

　　　　　　　　　　　　　※平成２５年１０月開始
　　ウ　健康診査並びに保健指導等 （平成２５年度）（単位：人，件）

　　エ　がん検診等実施状況　　　　　　　　　　　（平成２５年度）（単位：人，％）

 

－ ２１８ －
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※子宮頸
が ん

※小児用
肺炎球菌

※インフ
ルエンザ
菌 ｂ 型
（ ヒ ブ ）

Ｂ Ｃ Ｇ
高齢者等の
インフル
エ ン ザ

日本脳炎
麻しん・
風 し ん
混 合
（１・２期）

２種混合
（２期）

急性灰白
髄 炎
（ポリオ）

３種混合４種混合

５５３２３，０４６２３，５０４４，８６０７８，６５０２０，０９０１０，４２８３，２７７９，７５１５，７７３１７，６６６

精神保健

福祉相談

栄養改善

個別指導

特 定

保健指導

健康増進

健康教育

栄養改善

集団指導

面 接
電話等保
健 指 導

成人・老人

健康教育

お達者クラブ
（ 地 域 介 護
予 防 活 動 ）

成人・老人

健康相談

地 域
保健活動
訪問指導

１１，２２８５，２９４２１９，７７１２１，９８９８４，６８１５１，２７６８１，７１３１１，６６１１３，５１８
３ 歳 児

健康診査

１ 歳
６か月児
健康診査

乳 幼 児
健康診査
（予約制）

乳 幼 児

健康診査

妊 婦

健康診査

妊 産 婦

健康相談

妊 娠

届 出 数

精神保健

デイ・ケア

医療社会

事業相談

精神保健

訪問指導
５，５７０５，６４２１６０１６，０６８６８，２５９５，９８３５，６９５７３４４，１６０２，０３８

るんるん

ク ラ ブ

わくわく

親子教室

すくすく

親子教室

乳 幼 児

相談窓口
育児相談育児教室

母親・父親に
なるための
準 備 教 室

こんにちは赤
ちゃん事業
による訪問

新 生 児

訪問指導

妊 産 婦

訪問指導
１０８５３２２，７５７１，６３３８，８６６１，３９５７４０１，４４２４，１８５６，４４９

乳 幼 児
歯の健康
づ く り

性 教 育
不妊に関

する相談

総合発達

相 談

親 子
ひだまり
発達相談

１５，９８８１，３４１４０１１９４９８

要 精 密 者異 常 な し受 診 率受 診 者対 象 者区　　　　分
－－４．１３９０９，５２１一 般 健 康 診 査

１，２３４１０，３５５９．０１１，５８９１２８，９００胃 が ん 検 診
３６８２７，７２６２３．６２８，０９４１１８，９００子 宮 が ん 検 診
７３６１３，４４８１４．３１４，１８４９９，３００乳 が ん 検 診
３７２４，２７１１９．１２４，３０８１２７，０００肺 が ん 検 診

１，９１３２０，１７２１５．８２２，０８５１３９，５００大 腸 が ん 検 診
５３８３３１１．５８８６７７，０００前 立 腺 が ん 検 診
８９４１３，６１２１１．３１４，５０６１２８，９００腹 部 超 音 波 検 診
８０５，６４５－５，７２５－肝 炎 ウ イ ル ス 検 診
１７８１，３６０１２．７１，５３８１２，１００骨 粗 鬆 症 検 診
５６２２４８２．５８１０３２，０５３歯 周 疾 患 検 診

※各検診の受診者には，半日がん検診受診者を含む。　※肝炎ウイルス検診の要精密者欄は，陽性者数。

高 齢 者 肺 炎 球 菌
７，５８９



　　オ　結核予防
　　　契　結核登録者数 （単位：人）

　　　形　実務義務者別にみた健康診断実施状況 （平成２５年度）（単位：人，％）

※受診者数は，事業者等から報告のあった数のみを集計。 

－ ２１９ －

登録者の増減
平成２６年３月末現在平成２５年３月末現在

人口１，０００人中登 録 者 数人口１，０００人中登 録 者 数

△３８０．４４２６８０．５０３０６

発見患者数受診率受　診　者対　象　者 区分種別 
０９１．０２９，５９０３２，４９９事 業 者実

施
主
体

定
　
　
　
期

０９８．７１３，６１９１３，７９２学 校 長

０９６．９３，０９７３，１９６施 設 長

０２０．８１５，７６１７５，８００市　長（業態者含む）

０４９．５６２，０６７１２５，２８７計

１６９６．２６９０７１７患 者 家 族定
期
外

０１００３４３４そ の 他

１６９６．４７２４７５１計

１６４９．８６２，７９１１２６，０３８合　　　　　　　計
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桓　保健環境検査

　①　業務内容

　　ア　臨床検査
　　イ　食品等検査
　　ウ　環境検査
　②　活動状況

　　ア　臨床検査 （平成２５年度）

 

－ ２２０ －
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項 目 数検 体 数区 分

２２１１結 核 菌 検 査

２３，７５３１０，７３７病 原 性 腸 内 細 菌 検 査

１，０１１１７２食 中 毒 検 査

２６２６感 染 症 検 査

３４，７３４８，９７７尿 検 査

２２０２２０淋 菌 検 査

３２３２寄 生 虫 卵 ・ 便 潜 血 検 査

１０，０６３１，３０６血 液 一 般 検 査

１０，２２５１，４３６血 液 理 化 学 検 査

５６５２８３梅 毒 血 清 反 応 検 査

１，５５５１，５５５免 疫 血 清 検 査

１，０６５１，０６５Ｈ Ｉ Ｖ 抗 体 検 査

１８９１８９生 理 学 的 検 査

８３，４６０２６，００９計



　　イ　食品等検査 （平成２５年度）

　

　　ウ　環境検査 （平成２５年度）

 

－ ２２１ －

一　般　検　査行　政　検　査
区　　　　分

項　目　数検 体 数項　目　数検 体 数
００７２１２乳 及 び 乳 製 品
００８０１０アイスクリーム類・氷菓
４３３５８１００菓 子 類
４５４５３６２６９肉 卵 類 及 び そ の 加 工 品
１５５５１２９魚 介 類
００７８２２穀 類 及 び そ の 加 工 品
４５１７７０２３野菜類・果物及びその加工品
３３２１７３１魚 介 類 加 工 品
１１４３１５８１そ の 他 の 食 品
００７，１６６３６農 産 物 の 残 留 農 薬
００５６０７０その他（拭き取り検査等 ）

１，２７７１１１００飲 料 水 適 否 試 験
００２，３３２２１２簡 易 水 道
００２３０４６遊 泳 プ ー ル 水
００２４４６１浴 場 水
００８０４０家 庭 用 品
００３０１０指 定 お も ち ゃ

１，４００１８８１２，２４５８５２計

項　目　数検　体　数区　　　　　　　分
４，３６１３１３河 川 ・ 水 路 等 調 査

水
　
　
　
　
　
　
質

２，１１６１７８工 場 排 水 基 準 監 視 調 査
３，７６２１４９地 下 水 質 調 査
７８１２７産 業 廃 棄 物 処 分 場 排 出 水 調 査
２６４８錫 山 周 辺 調 査
１０２２４海 水 浴 場 調 査
１，９３８５０そ　の　他（臨時調査・苦情対応等）
１４２１４２自 動 車 排 ガ ス 調 査大

　
　
気

２０１０燃 料 重 油 中 の 硫 黄 分 調 査
１，３９７８５酸 性 雨 調 査
１４，８８３９８６計
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棺　食肉衛生検査

　①　業務内容

　　ア　牛・豚等の生体検査，内臓検査，枝肉検査
　　イ　精密検査：病理，微生物，理化学検査
　　ウ　衛生指導
　②　活動状況

　　ア　畜種別と畜検査頭数及び処分頭数 （平成２５年度）

款　保健・急病センター

　①　施設の概要

　　　所 在 地　　鴨池二丁目２２番１８号
　　　敷地面積　　１，９３１．１５釈
　　　延床面積　　４，０１３．６７釈
　　　構　　造　　鉄筋コンクリート造地下１階地上５階建
　②　施設の内容

　　ア　夜間急病センター　１階
　　イ　鹿児島市薬剤師会　夜間救急薬局　１階　　

※詳しくは，Ｐ２１５・２１６を参照

　　ウ　精神保健福祉交流センター　２階・３階
　　　　精神障害者の自立及び社会参加の促進を図るとともに，市民の精神障害に対

する理解と相互交流を深めることを目的とした施設
　　　　閉　館　日　　毎週火曜日・１２/２９～１/３
　　　　開館時間　　午前９時～午後９時
　　　　主な施設　　交流スペース，多目的ルーム，相談室，デイ・ケア室，調理室，

音楽ルーム等
　　エ　保健環境試験所　３階・４階・５階
　　　　各種検診の臨床検査，食品等の検査，大気・水質等の環境検査及び感染症・

食中毒発生時の原因物質の検査を行う施設
　　　　検査内容
　　　　　・臨床検査　各種健康診査の診断資料として，尿検査・検便・血液検査・

喀痰検査などを実施

－ ２２２ －
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全部廃棄

０．２８０．２６００．６０％

００００と 殺 禁 止 頭 数
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　　　　　・食品検査　食品検査・飲料水検査などを実施
　　　　　・環境検査　河川水・工場排水等の水質調査，自動車排出ガス調査，酸性

雨調査などを実施
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　〈メ　　モ〉
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